
一

案
件
の
紹
介

元
代
の
法
律
書
で
あ
る
『
元
典
章
』
五
四
（
刑
部
巻
之
一
六
）
に

[
官
典
の
刑
名
違
錯：

官
典
刑
名
違
錯]

と
題
さ
れ
る
一
裁
判

案
件
が
見
え
る
。

(

�)

方
式
違
反
の
検
屍
を
執
り
行
い
、
本
来
な
ら
ば
殺
人
犯
た
る
者
を
傷
害
犯
と
し
た
検
屍
官
ら
の
人
事
上
の
処
分
に

関
す
る
事
案
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
案
件
を
解
読
し
つ
つ
、
当
時
の
検
屍
制
度
及
び
刑
事
手
続
き
に
つ
い
て
の
理
解
を
い
さ
さ
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か
で
も
深
め
て
ゆ
き
た
い
。
ま
ず
本
案
全
文
（
口
語
訳
及
び
原
文
）
を
掲
げ
る

(

�)

。

皇
慶
二
（
一
三
一
三
）
年
十
一
月
、
江
西
廉
訪
司
が
奉
じ
た
る
江
南
行
台
の
箚
付
。
広
東
道
廉
訪
司
の
申
。
審
録
（
罪
の
有

無
を
確
認
）
し
た
る
広
州
路
の
罪
囚
ら
の
う
ち
番
禺
県
の
一
件
。
梁
伶
奴
ら
が
土
地
を
争
い
、
互
い
に
殴
打
し
合
う
な
か
、
蔡

敬
祖
・
羅
二
・
謝
景
徳
が
死
亡
し
た
事
件
に
つ
い
て
。
初
・
復
二
度
あ
る
検
屍
の
う
ち
、
初
検
及
び
最
初
の
取
調
べ
に
あ
た
っ

た
県
尹
馬
廷
傑
ら
の
検
屍
は
方
式
に
違
え
、
事
件
の
事
情
を
変
乱
し
、
吏
貼
ら
下
役
を
し
て
ひ
そ
か
に
尋
問
を
行
わ
せ
、
そ
の

真
情
を
脱
落
さ
せ
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
移
推
、
つ
ま
り
博
羅
県
に
取
調
べ
を
移
し
、
そ
の
取
調
べ
で
事
件
の
実
情
を
得
、
馬

廷
傑
ら
の
刑
名
違
錯
の
一
件
を
調
べ
だ
し
、
県
尹
馬
廷
傑
・
典
史
孔
鎮
材
各
々
の
罪
を
認
め
る
供
述
を
取
り
訖
え
ま
し
た
。
罪

は
原
免
を
経
て
い
ま
す
が
、
彼
ら
を
解
任
・
罷
役
し
、
別
に
求
仕
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
と
擬
（
判
断
）
す
る
こ
と
と
い
た
し
ま

す
。
此
れ
を
得
ら
れ
よ
（
以
上
、
広
東
道
廉
訪
司
の
申)

。
こ
の
広
東
道
廉
訪
司
の
申
を
う
け
、
江
南
行
台
が
咨
を
移お

く

り
准う

け

た
る
御
史
台
の
咨
。
御
史
台
が
呈
し
て
奉
じ
た
る
中
書
省
の
箚
付
。
こ
の
御
史
台
の
呈
を
う
け
、
中
書
都
省
が
送
り
拠う

け
た
る

刑
部
の
呈
。
県
尹
馬
廷
傑
・
典
史
孔
鎮
材
に
つ
き
一
人
づ
つ
以
下
に
議
擬
い
た
し
ま
し
た
。
具
呈
し
た
れ
ば
照
詳
せ
ら
れ
よ
。

此
れ
を
得
ら
れ
よ
（
以
上
、
刑
部
の
呈)

。
こ
の
刑
部
の
呈
を
う
け
、
都
省
は
刑
部
の
擬
を
准み

と

め
、
仰
せ
て
上
の
依と

お

り
に
施
行

せ
し
む
。

県
尹
馬
廷
傑
の
罪
を
認
め
る
供
述
。
至
大
四
（
一
三
一
一
）
年
四
月
初
三
日
、
番
禺
県
の
関
を
准
け
ま
し
た
。
そ
こ
に
は

「
梁
伶
奴
ら
が
土
地
を
争
い
、
そ
の
こ
と
が
原
因
で
夫
蔡
敬
祖
を
打
ち
殺
し
て
し
ま
い
ま
し
た
」
と
い
う
蔡
阿
陳
の
告
言
が
記

さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
こ
の
一
件
の
調
べ
を
つ
け
る
た
め
に
、
司
吏
周
郁
・�

作
行
人
（
検
屍
人
）
杜
通
を
引
き
連
れ
て
遺
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体
の
安
置
さ
れ
る
場
所
に
赴
き
、
屍
親
（
被
害
者
の
遺
族
な
ど
死
亡
者
の
親
族
）
杜
甲
・
被
告
一
干
人
（
犯
行
を
告
げ
ら
れ
た

者
な
ど
関
係
人
）
ら
を
呼
び
集
め
、
と
も
に
初
検
を
実
施
い
た
し
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
蔡
敬
祖
の
遺
体
に
は
、
致
命
の
原
因

と
は
な
ら
な
い
軽
傷
が
沿
身
上
下
に
見
ら
れ
る
ほ
か
、
右
肋

あ
ば
ら

に
他
物
に
よ
る
痕
が
一
つ
見
え
ま
す
。
こ
の
痕
、
皮
膚
は
破
れ
ず
、

黒
く
滲
ん
だ
内
出
血
の
状
態
で
横
に
広
が
り
、
長

な
が
さ

は
二
寸
八
分
、
闊

ひ
ろ
さ

は
九
分
で
あ
り
、
紛
れ
も
な
く
こ
の
痕
が
致
命
の
原
因
で

ご
ざ
い
ま
し
た
。
こ
う
し
た
場
合
、
自
ず
か
ら
そ
の
場
で
何
人
の
犯
行
で
あ
る
か
を
十
分
に
問
い
た
だ
し
、
は
っ
き
り
と
し
た

罪
を
認
め
る
供
述
を
取
責
し
、
凶
器
を
尋
ね
だ
し
て
、
そ
れ
を
痕
傷
と
照
ら
し
合
わ
せ
た
う
え
で
、
正
犯
人
を
し
て
検
屍
帳
に

署
名
さ
せ
る
べ
き
で
あ
り
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
実
際
に
は
、
不
合

ふ
と
ど
き

か
つ
輒

か
ろ
が
ろし

く
も
、
梁
伶
奴
と
戴
寿
安
と
が
互
に
罪
を
な
す
り

つ
け
、
蔡
敬
祖
を
殺
め
た
罪
を
認
め
る
供
述
を
し
な
い
こ
と
を
そ
の
ま
ま
認
め
て
、
故
に
省
部
（
中
書
省
刑
部
）
か
ら
く
だ
さ

れ
た
様
式
に
違
え
、
検
屍
帳
の
「
正
犯
人
」
の
箇
所
に
自
ら
の
一
存
で
「
被
告
人
」
の
三
字
を
書
き
添
え
、
梁
伶
奴
と
戴
寿
安

と
を
し
て
そ
こ
に
連
署
を
さ
せ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
そ
の
後
、
博
羅
県
が
行
っ
た
取
調
べ
で
、
三
月
二
十
九
日
の
夜
、
五
顕

廟
内
で
梁
伶
奴
が
戴
寿
安
ら
と
享
神
喫
酒
し
、
伶
奴
が
木
棍
で
蔡
敬
祖
の
右
肋
を
打
ち
つ
け
死
亡
さ
せ
た
と
い
う
事
実
が
判
明

し
た
と
い
う
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。
不
合
に
も
、
親
し
く
事
実
の
究
明
に
あ
た
ら
ず
、
司
吏
・
貼
書
ら
を
し
て
ひ
そ
か
に
尋
問

を
行
わ
せ
、
蔡
元
卿
を
し
て
「
已
に
死
亡
し
た
謝
景
徳
が
木
棍
で
兄
蔡
敬
祖
の
右
肋
を
打
ち
つ
け
地
に
倒
し
た
の
で
、
わ
た
し

は
そ
れ
を
恨
み
に
お
も
い
、
木
杷
（
さ
ら
い
。
穀
類
を
か
き
集
め
る
農
具
の
一
種
）
で
謝
景
徳
を
打
ち
殺
し
ま
し
た
」
と
の
虚

偽
の
供
述
に
よ
る
罪
の
な
す
り
つ
け
を
行
わ
せ
ま
し
た
。
ま
た
、
不
合
に
も
、
梁
伶
奴
が
鎗
で
魏
貴
一
を
扎さ

し
傷
を
負
わ
せ
た

罪
を
認
め
る
供
述
は
す
る
も
、
口
を
つ
ぐ
み
、
蔡
敬
祖
を
打
ち
殺
し
た
罪
を
認
め
る
供
述
は
し
な
い
こ
と
に
従
っ
た
罪
で
ご
ざ

い
ま
す
。
罪
を
認
め
て
供
述
い
た
し
ま
す
と
こ
ろ
、
是
れ
実

ま
こ
と

で
ご
ざ
い
ま
す
（
以
上
、
馬
廷
傑
の
供
述)

。
こ
の
馬
廷
傑
の
供
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述
を
う
け
、
刑
部
が
議
し
得
た
り
。
番
禺
県
の
県
尹
馬
廷
傑
が
罪
を
認
め
て
供
述
す
る
と
こ
ろ
は
、
輕
罪
を
除
く
ほ
か
、
以
下

の
と
お
り
で
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
蔡
敬
祖
の
遺
体
の
初
検
に
あ
た
り
、
右
肋
に
見
え
る
他
物
に
よ
る
紛
れ
も
な
い
致
命
の

原
因
た
る
傷
に
つ
き
、
心
し
て
十
分
に
問
い
た
だ
す
こ
と
を
せ
ず
、
輒
し
く
も
、
梁
伶
奴
ら
が
互
に
罪
を
な
す
り
つ
け
て
蔡
敬

祖
を
殺
め
た
罪
を
認
め
る
供
述
を
し
な
い
こ
と
を
そ
の
ま
ま
認
め
て
、
故
に
省
部
か
ら
く
だ
さ
れ
た
検
屍
帳
の
様
式
に
違
え
、

「
正
犯
人
」
の
箇
所
に
自
ら
の
一
存
で
「
被
告
人
」
の
三
字
を
書
き
添
え
、
梁
伶
奴
ら
を
し
て
そ
こ
に
署
名
さ
せ
た
と
こ
ろ
が
、

移
推
し
た
博
羅
県
の
取
調
べ
で
、
梁
伶
奴
が
木
棍
で
蔡
敬
祖
の
右
肋
を
打
ち
つ
け
死
亡
さ
せ
た
と
い
う
事
実
が
判
明
し
た
と
い

う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
番
禺
県
は
取
調
べ
の
端
緒
で
あ
り
ま
す
。
馬
廷
傑
は
正
官
で
あ
り
、
刑
名
の
重
事
た
る
こ
と
を
わ
き
ま

え
な
が
ら
、
親
し
く
事
実
の
究
明
に
あ
た
ら
ず
、
司
吏
・
貼
書
ら
を
し
て
ひ
そ
か
に
尋
問
を
行
わ
せ
、
彼
ら
が
正
犯
人
梁
伶
奴

か
ら
贓
賄

ま
い
な
い

を
受
け
る
の
を
故
縦

み
の
が

し
、
蔡
元
卿
を
し
て
「
已
に
死
亡
し
た
謝
景
徳
が
兄
蔡
敬
祖
を
打
ち
倒
し
た
の
を
見
て
、
わ
た

し
は
木
杷
で
謝
景
徳
を
打
ち
殺
し
ま
し
た
」
と
の
虚
偽
の
供
述
に
よ
る
罪
の
な
す
り
つ
け
を
行
わ
せ
、
梁
伶
奴
が
鎗
で
魏
貴
一

を
扎さ

し
傷
を
負
わ
せ
た
罪
を
認
め
る
供
述
は
す
る
も
、
蔡
敬
祖
を
打
ち
殺
し
た
情
由
を
供
述
し
な
い
こ
と
に
従
い
ま
し
た
。
そ

し
て
こ
の
よ
う
に
し
て
事
を
で
っ
ち
あ
げ
、
梁
伶
奴
が
蔡
敬
祖
を
打
ち
殺
し
た
罪
を
脱
落
さ
せ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
の
犯
す
と
こ
ろ
は
、
す
な
わ
ち
刑
名
の
違
錯
で
あ
り
ま
す
。
罪
は
釈
免
に
遇
っ
て
い
ま
す
が
、
先
例
に
比て

ら

し
て
、
廉
訪
司
の

擬
す
る
と
こ
ろ
に
依
り
、
現
任
を
解
き
、
別
に
求
仕
さ
せ
、
こ
の
こ
と
に
つ
き
解
由
（
履
歴
）
内
に
標
附
す
る
の
が
相
応
で
あ

り
ま
し
ょ
う
。

典
史
孔
鎮
材
。
罪
を
認
め
て
供
述
い
た
し
ま
す
と
こ
ろ
、
是
れ
実
で
ご
ざ
い
ま
す
。
刑
部
が
議
し
得
た
り
。
番
禺
県
典
史
孔

鎮
材
が
罪
を
認
め
て
供
述
す
る
と
こ
ろ
は
、
輕
罪
を
除
く
ほ
か
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
「
梁
伶
奴
ら
が
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耕
地
を
争
い
、
夫
蔡
敬
祖
を
打
ち
殺
し
ま
し
た
」
と
蔡
阿
陳
が
告
言
し
て
き
た
お
り
、
彼
は
仕
事
上
の
過
失
に
つ
き
取
調
べ
を

受
け
、
役
務
を
離
れ
て
い
た
。
そ
し
て
役
務
に
復
帰
し
て
検
屍
帳
を
点
検
し
た
と
き
に
、
県
尹
の
馬
廷
傑
が
蔡
敬
祖
の
遺
体
の

初
検
に
あ
た
り
、
右
肋
の
一
痕
を
致
命
の
原
因
た
る
傷
と
し
な
が
ら
も
、
彼
自
身
で
そ
れ
を
問
い
た
だ
し
、
は
っ
き
り
と
さ
せ

る
こ
と
も
な
け
れ
ば
、
凶
器
を
尋
ね
だ
す
こ
と
も
な
く
、
方
式
に
違
え
て
検
屍
帳
「
正
犯
人
」
の
箇
所
に
、
自
ら
の
一
存
で

「
被
告
人
」
の
三
字
を
書
き
添
え
、
梁
伶
奴
を
し
て
そ
こ
に
署
名
さ
せ
て
い
る
こ
と
を
発
見
し
た
が
、
そ
れ
を
疏
駁
す
る
こ
と

な
く
、
そ
の
ま
ま
総
府
に
備
申
し
た
と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
、
博
羅
県
の
取
調
べ
で
梁
伶
奴
が
蔡
敬
祖
を
打
ち
殺
し
た
と
い
う
事

実
が
判
明
し
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。(

馬
廷
傑
は
）
刑
名
の
重
事
た
る
こ
と
を
わ
き
ま
え
な
が
ら
、
不
合
に
も
、
担

当
吏
楊
棟
ら
を
し
て
ひ
そ
か
に
尋
問
を
行
わ
せ
、
彼
ら
が
贓
賄
を
受
け
る
の
を
故
縦
し
、
蔡
元
卿
を
し
て
「
已
に
死
亡
し
た
謝

景
徳
が
木
棍
で
兄
蔡
敬
祖
を
打
ち
倒
し
た
の
を
見
て
、
わ
た
し
は
木
杷
で
謝
景
徳
を
打
ち
殺
し
ま
し
た
」
と
の
虚
偽
の
供
述
に

よ
る
罪
の
な
す
り
つ
け
を
行
わ
せ
、
梁
伶
奴
が
鎗
で
魏
貴
一
を
扎
し
傷
を
負
わ
せ
た
罪
を
認
め
る
供
述
は
す
る
も
、
蔡
敬
祖
を

打
ち
殺
し
た
実
情
を
供
述
し
な
い
こ
と
に
従
い
ま
し
た
。(

孔
鎮
材
は
）
こ
の
よ
う
に
ぐ
る
に
な
っ
て
事
を
で
っ
ち
あ
げ
、
梁

伶
奴
が
人
を
殺
し
た
情
由
を
脱
落
さ
せ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
そ
の
犯
す
と
こ
ろ
は
、
す
な
わ
ち
刑
名
の
違
錯
で
あ
り
ま
す
。

罪
は
釈
免
を
経
て
い
ま
す
が
、
広
東
道
粛
政
廉
訪
司
の
擬
す
る
と
こ
ろ
に
依
り
、
現
役
を
解
き
、
別
に
求
仕
さ
せ
、
こ
の
こ
と

に
つ
き
解
由
内
に
標
附
す
る
の
が
相
応
で
あ
り
ま
し
ょ
う：
皇
慶
二
年
十
一
月
、
江
西
廉
訪
司
奉
江
南
行
台
箚
付
。
広
東
道
廉

訪
司
申
。
審
録
広
州
路
罪
囚
数
内
番
禺
県
一
起
。
梁
伶
奴
等
因
争
田
土
、
互
相
争
打
、
蔡
敬
祖
・
羅
二
・
謝
景
徳
身
死
等
事
。

初
検
元
問
官
県
尹
馬
廷
傑
等
検
験
違
式
、
変
乱
事
情
、
縦
令
吏
貼
私
下
取
問
、
出
脱
真
情
。
移
推
博
羅
県
帰
問
得
実
、
照
出
違

錯
事
理
、
取
訖
県
尹
馬
廷
傑
・
典
史
孔
鎮
材
各
各
招
伏
。
罪
経
原
免
、
擬
合
解
任
罷
役
、
別
行
求
仕
。
得
此
。
移
准
御
史
台
咨
。
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呈
奉
中
書
省
箚
付
。
送
拠
刑
部
呈
。
逐
一
議
擬
于
後
。
具
呈
照
詳
。
得
此
。
都
省
准
擬
。
仰
依
上
施
行
。
／
県
尹
馬
廷
傑
招
伏
。

至
大
四
年
四
月
初
三
日
、
准
本
県
関
。
蔡
阿
陳
告
、
梁
伶
奴
等
因
争
田
土
、
将
夫
蔡
敬
祖
打
死
。
将
引
司
吏
周
郁
・�

作
行
人

杜
通
、
於
停
屍
去
処
、
呼
集
屍
親
杜
甲
・
被
告
一
干
人
等
、
眼
同
初
検
得
。
已
死
蔡
敬
祖
沿
身
上
下
、
除
軽
傷
不
係
致
命
外
、

右
肋
一
痕
、
係
他
物
痕
。
皮
不
破
、
血
不
出
、
滲
黒
色
横
、
量
長
二
寸
八
分
、
闊
九
分
、
的
係
致
命
身
死
。
自
合
当
場
窮
問
端

的
何
人
行
兇
、
取
責
明
白
招
伏
、
追
究
器
仗
、
比
対
痕
傷
、
令
正
犯
人
於
屍
帳
上
画
字
。
不
合
輒
憑
梁
伶
奴
与
戴
寿
安
互
推
不

招
、
故
違
省
部
元
降
体
式
、
於
屍
帳
内
正
犯
人
名
下
、
擅
添
被
告
人
三
字
、
令
梁
伶
奴
・
戴
寿
安
僉
名
画
字
。
在
後
、
博
羅
県

問
得
、
梁
伶
奴
於
三
月
二
十
九
日
夜
、
在
五
顕
廟
内
、
戴
寿
安
等
享
神
喫
酒
、
伶
奴
用
木
棍
於
蔡
敬
祖
右
肋
打
着
身
死
。
不
合

不
行
躬
親
追
究
、
転
令
司
吏
・
貼
書
人
等
私
下
取
問
、
教
令
蔡
元
卿
虚
指
、
已
死
謝
景
徳
用
木
棍
将
兄
蔡
敬
祖
右
肋
打
訖
一
下

倒
地
、
元
卿
嗔
恨
、
用
木
杷
頭
将
謝
景
徳
打
死
。
又
不
合
信
從
梁
伶
奴
止
招
用
鎗
扎
傷
魏
貴
一
、
結
諱
不
招
打
死
蔡
敬
祖
罪
犯
。

招
伏
是
実
。
本
部
議
得
。
番
禺
県
尹
馬
廷
傑
所
招
、
除
輕
罪
外
、
止
以
初
検
蔡
敬
祖
屍
傷
、
右
肋
他
物
一
痕
的
係
致
命
、
不
行

用
心
研
問
、
輒
憑
梁
伶
奴
等
互
推
不
招
、
故
違
元
降
屍
傷
体
式
、
於
正
犯
人
下
擅
添
被
告
人
三
字
、
令
梁
伶
奴
等
於
下
画
字
、

移
推
博
羅
県
問
得
、
梁
伶
奴
用
木
棍
将
蔡
敬
祖
右
肋
打
着
身
死
。
本
県
帰
問
之
初
。
馬
廷
傑
係
是
正
官
、
明
知
刑
名
重
事
、
不

行
躬
親
推
究
、
転
令
司
吏
・
貼
書
私
下
取
問
、
故
縦
取
受
正
犯
人
梁
伶
奴
贓
賄
、
教
令
蔡
元
卿
虚
指
、
眼
見
已
死
謝
景
徳
将
兄

蔡
敬
祖
打
倒
、
蔡
元
卿
用
木
杷
頭
将
謝
景
徳
打
死
、
及
依
從
梁
伶
奴
止
招
用
鎗
扎
傷
魏
貴
一
、
不
招
打
死
蔡
敬
祖
情
由
。
如
此

捏
合
、
出
脱
梁
伶
奴
打
死
蔡
敬
祖
情
罪
。
原
其
所
犯
、
即
係
刑
名
違
錯
。
罪
遇
釈
免
、
比
例
合
依
廉
訪
司
所
擬
、
解
見
任
、
別

行
求
仕
、
標
附
相
応
。
／
典
史
孔
鎮
材
。
招
伏
是
実
。
刑
部
議
得
。
番
禺
県
典
史
孔
鎮
材
所
招
、
除
輕
罪
外
、
止
以
蔡
阿
陳
告

梁
伶
奴
等
争
耕
田
土
、
将
夫
蔡
敬
祖
打
死
、
此
時
孔
鎮
材
因
事
被
問
。
還
役
巻
内
明
見
、
県
尹
馬
廷
傑
初
検
蔡
敬
祖
屍
傷
右
肋
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致
命
一
痕
、
馬
県
尹
不
行
窮
問
明
白
、
追
究
兇
仗
、
違
例
於
屍
帳
正
犯
人
下
、
擅
添
被
告
人
三
字
、
令
梁
伶
奴
画
字
、
不
行
疏

駁
、
輒
与
備
申
総
府
、
在
後
、
博
羅
県
問
得
、
的
係
梁
伶
奴
将
蔡
敬
祖
打
死
。
明
知
刑
名
重
事
、
不
合
転
令
該
吏
楊
棟
等
私
下

取
問
、
故
縦
受
贓
、
教
令
蔡
元
卿
虚
指
、
眼
見
已
死
謝
景
徳
用
棍
将
兄
蔡
敬
祖
打
倒
、
蔡
元
卿
用
木
杷
頭
将
謝
景
徳
打
死
、
依

從
梁
伶
奴
止
招
用
鎗
扎
傷
魏
貴
一
、
不
招
打
死
蔡
敬
祖
実
情
。
如
此
串
套
捏
合
、
出
脱
梁
伶
奴
殺
人
情
由
。
原
其
所
犯
、
即
係

刑
名
違
錯
。
罪
経
釈
免
、
若
依
本
道
粛
政
廉
訪
司
所
擬
、
解
見
役
、
別
行
求
仕
、
標
附
相
応
。

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

至
大
四
（
一
三
一
一
）
年
三
月
末
に
、
広
州
路
番
禺
県
で
、
梁
伶
奴
ら
が
土
地
を
争
い
互
い
に
殴
打
し
合
う
な
か
、
蔡
敬
祖
・
羅

二
・
謝
景
徳
の
三
名
が
死
亡
す
る
と
い
う
事
件
が
起
き
る
。
殴
打
に
加
わ
っ
た
の
は
、
梁
伶
奴
・
戴
寿
安
・
謝
景
徳
と
蔡
敬
祖
・
蔡

元
卿
・
魏
貴
一
ら
の
六
名
と
、
梁
伶
奴
方
か
蔡
敬
祖
方
か
は
不
明
な
羅
二
の
計
七
名
。
死
亡
し
た
蔡
敬
祖
の
妻
蔡
阿
陳
の
告
言
「
梁

伶
奴
ら
が
土
地
を
争
い
、
そ
の
こ
と
が
原
因
で
夫
蔡
敬
祖
を
打
ち
殺
し
て
し
ま
い
ま
し
た
」
で
事
件
が
明
る
み
に
出
、
番
禺
県
の
県

尹
馬
廷
傑
ら
に
よ
る
検
屍
及
び
最
初
の
取
調
べ
が
実
施
さ
れ
、
そ
の
場
で
関
係
者
ら
の
供
述
が
と
ら
れ
る
。

問
題
と
な
る
の
は
蔡
敬
祖
の
殺
害
者
い
か
ん
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
後
に
そ
の
虚
偽
た
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
、

検
屍
現
場
で
得
ら
れ
た
蔡
元
卿
の
供
述
「
已
に
死
亡
し
た
謝
景
徳
が
木
棍
で
兄
蔡
敬
祖
の
右
肋
を
打
ち
つ
け
地
に
倒
し
た
の
で
、
わ

た
し
は
そ
れ
を
恨
み
に
お
も
い
、
木
杷
で
謝
景
徳
を
打
ち
殺
し
ま
し
た
」
に
沿
い
、
殺
害
者
の
謝
景
徳
が
既
に
死
亡
し
た
も
の
と
し

て
事
の
処
理
が
な
さ
れ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
本
件
を
審
録
し
た
広
東
道
廉
訪
司
は
こ
の
点
に
つ
き
疑
い
を
さ
し
は
さ
む
。
そ

し
て
そ
の
た
め
に
、
博
羅
県
に
取
調
べ
を
移
し
、
そ
の
取
調
べ
の
な
か
で
馬
廷
傑
ら
に
よ
る
方
式
に
違
反
し
た
検
屍
の
実
態
が
暴
か

れ
る
こ
と
に
な
る
。

(

�)
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実
際
に
蔡
敬
祖
を
殺
害
し
た
の
は
梁
伶
奴
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
彼
は
「
鎗
で
魏
貴
一
を
扎
し
傷
を
負
わ
せ
た
」
と
供
述
し
魏
貴

一
傷
害
の
事
実
は
認
め
る
も
、
蔡
敬
祖
殺
害
の
事
実
は
認
め
ず
、
実
際
手
に
か
け
て
蔡
敬
祖
を
殺
害
し
た
正
犯
人
と
し
て
は
検
屍
帳

に
署
名
し
よ
う
と
し
な
い
。
そ
の
た
め
に
、
馬
廷
傑
は
自
ら
の
一
存
で
検
屍
帳
上
に
印
刷
さ
れ
た
「
正
犯
人
」
の
箇
所
に
「
被
告
人
」

の
三
字
を
書
き
添
え
る
と
い
う
様
式
上
の
方
式
違
反
を
犯
し
、
梁
伶
奴
と
戴
寿
安
と
を
し
て
そ
こ
に
連
署
さ
せ
る
。
こ
の
「
被
告
人
」

の
三
字
を
書
き
添
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
彼
ら
を
蔡
敬
祖
の
殺
害
者
と
は
し
な
い
と
い
う
意
と
と
れ
る
。「
正
犯
人
」
と
絡
め
て

「
被
告
人：

告
言
さ
れ
た
者
」
を
読
み
と
る
に
し
て
も
、
あ
く
ま
で
正
犯
人
と
し
て
告
言
さ
れ
た
者
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
正
犯
人

そ
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
と
つ
じ
つ
ま
を
合
わ
せ
、
既
に
死
亡
し
た
謝
景
徳
を
蔡
敬
祖
の
殺
害
者
に
仕
立
て
上
げ
る

た
め
に
、
蔡
元
卿
を
し
て
虚
偽
の
供
述
に
よ
る
罪
の
な
す
り
つ
け
を
行
わ
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
蔡
敬
祖
の
遺
体
の
右

肋
に
見
え
る
他
物
に
よ
る
痕
が
、
紛
れ
も
な
く
致
命
の
原
因
で
あ
る
と
す
る
検
屍
結
果
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

典
史
孔
鎮
材
は
検
屍
現
場
に
臨
ん
で
い
な
い
。
検
屍
帳
様
式
上
の
方
式
違
反
は
ひ
と
り
馬
廷
傑
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
。
だ
が
、
孔

鎮
材
も
事
後
こ
の
馬
廷
傑
に
よ
る
方
式
違
反
を
ほ
ぼ
承
知
し
な
が
ら
、
あ
え
て
そ
れ
を
咎
め
だ
て
せ
ず
、
方
式
に
違
反
し
た
検
屍
帳

を
そ
の
ま
ま
広
州
路
の
総
管
府
に
上
申
し
、
本
来
な
ら
ば
殺
人
犯
た
る
梁
伶
奴
が
傷
害
犯
と
し
て
軽
く
処
罰
さ
れ
る
と
い
う
不
正
の

一
端
を
担
う
。
正
官
た
る
県
尹
馬
廷
傑
と
典
史
孔
鎮
材
と
が
と
も
に
な
り
、
蔡
敬
祖
殺
害
と
魏
貴
一
傷
害
と
の
刑
名
を
違
錯
し
た
。

本
件
が
「
官
典
の
刑
名
違
錯
」
と
題
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。

(

�)

岩
村
忍
・
田
中
謙
二
校
定
『
校
定
本
元
典
章
刑
部
』(

京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
元
典
章
研
究
班
、
第
一
冊
一
九
六
四
年
十
二
月
、

第
二
冊
一
九
七
二
年
七
月
。
以
下
で
は
「
校
定
本
」
と
略
称
す
る
）
第
二
冊
五
五
一
頁
以
下
。
陳
高
華
等
点
校
『
元
典
章
』(

天
津
古
籍

出
版
社
・
中
華
書
局
、
二
○
一
一
年
三
月
。
以
下
で
は
「
点
校
本
」
と
略
称
す
る
）
第
三
冊
一
八
三
○
頁
以
下
。
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(

�)

以
下
本
稿
で
の
史
料
掲
載
は
、
第
二
節
の[

検
屍
方
式]

を
例
外
と
し
て
、
こ
の
口
語
訳
・
原
文
を
掲
げ
る
と
い
う
形
式
を
と
る
。
ま

た
本
文
中
特
に
示
す
こ
と
は
な
い
が
、
掲
載
史
料
に
続
く
最
初
の
一
段
落
は
案
件
の
概
略
を
記
す
。
承
知
さ
れ
た
い
。

(
�)

審
録
に
つ
い
て[

察
司
体
察
等
の
例：

察
司
体
察
等
例]

（『

元
典
章
』
六
・
台
綱
巻
之
二
。
至
元
六
＝
一
二
六
九
年
二
月
、
中
書
省

が
欽
奉
せ
る
聖
旨
。
点
校
本
第
一
冊
一
五
五
頁
以
下
）
の
一
項
に
、
提
刑
按
察
司
（
至
元
二
八
＝
一
二
九
一
年
に
「
粛
政
廉
訪
司
」
と
改

称
す
る
）
は
「
所
管
の
地
の
重
刑
案
件
に
つ
い
て
、
上
下
半
年
ご
と
に
親
し
く
文
案
を
参
照
（
調
査
）
せ
よ
。
こ
の
文
案
の
参
照
に
際
し

て
は
、
情
を
以
て
そ
の
重
刑
囚
と
対
面
し
て
審
視
し
、
若も

し
文
案
と
異
な
る
供
述
が
な
け
れ
ば
、
路
の
総
管
府
に
行
移
し
、
結
案
し
た
う

え
で
刑
部
に
上
申
し
て
回
報
を
待
た
さ
せ
よ
。
な
お
、
審
視
し
た
件
数
と
復
審
の
文
状
と
を
御
史
台
に
報
告
せ
よ
。
こ
の
文
案
の
参
照
に

お
い
て
重
刑
囚
が
路
で
の
罪
を
認
め
る
供
述
を
翻
し
た
場
合
、
及
び
そ
の
ほ
か
に
疑
わ
し
い
点
が
あ
る
場
合
に
は
、
提
刑
按
察
司
自
ら
が

推
鞠
（
取
調
べ
）
を
す
る
こ
と
を
聴ゆ

る

す
。
若
し
事
が
多
人
数
に
関
わ
り
卒に

わ

か
に
帰
結
し
難
い
場
合
は
、
近
隣
の
か
か
わ
り
な
き
官
司
に
移

委
し
、
再
び
実
情
を
磨
問
（
調
査
）
さ
せ
よ
。
こ
の
実
情
の
磨
問
に
お
い
て
若
し
疑
点
が
あ
る
場
合
に
も
、
亦
た
繰
り
返
し
推
問
す
る
こ

と
を
聴
し
、
冤
枉
（
冤
罪
と
法
を
枉ま

げ
る
こ
と
）
が
な
い
よ
う
に
さ
せ
る
。
そ
の
他
の
罪
囚
に
つ
い
て
も
、
亦
た
親
し
く
録
問
し
、
若
し

冤
滞
（
冤
罪
と
手
続
き
の
滞
り
）
が
あ
れ
ば
、
随
即

た
だ
ち

に
冤
を
改
め
身
柄
を
解
放
せ
よ
。
統
軍
司
・
転
運
司
并
び
に
そ
の
他
の
衙
門
の
罪
囚

に
つ
い
て
も
、
亦
た
仰
せ
て
一
体
に
施
行
せ
し
む：

所
在
重
刑
、
毎
上
下
半
年
、
親
行
参
照
文
案
。
察
之
以
情
当
面
審
視
、
若
無
異
詞
、

行
移
本
路
総
管
府
、
結
案
申
部
待
報
。
仍
具
審
過
起
数
復
審
文
状
申
台
。
其
有
番
異
、
及
別
有
疑
似
者
、
即
聴
推
鞠
。
若
事
関
人
衆
卒
難

帰
結
者
、
移
委
隣
近
不
干
礙
官
司
、
再
行
磨
問
実
情
。
若
有
可
疑
、
亦
聴
復
行
推
問
、
無
致
冤
枉
。
其
余
罪
囚
、
亦
親
録
問
、
若
有
冤
滞
、

随
即
改
正
疏
放
。
統
軍
司
・
転
運
司
并
其
余
衙
門
罪
囚
、
亦
仰
一
体
施
行
」
と
あ
る
。
こ
こ
で
は
番
禺
県
か
ら
広
州
路
へ
上
申
さ
れ
た
案

件
に
つ
き
、
そ
れ
が
結
案
し
て
中
央
刑
部
に
上
申
さ
れ
る
前
に
広
東
道
廉
訪
司
の
審
録
と
な
る
。
な
お
取
調
べ
が
移
委
さ
れ
た
博
羅
県
は

恵
州
路
に
属
す
る
（『

元
史
』
地
理
志
五
・
巻
六
二
・
志
一
四)

。
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二

方
式
違
反
（
大
徳
八
年
検
屍
方
式
の
概
要)

『
元
典
章
』
四
三
（
刑
部
巻
之
五
）
冒
頭

[

検
屍
方
式：

検
屍
法
式]

に
は
、
大
徳
八
（
一
三
○
四
）
年
当
時
の
検
屍
方
式
が
詳

し
く
記
さ
れ
る
。

(
�)

こ
こ
で
は
そ
れ
を
、
便
宜
、
検
屍
帳
の
様
式
を
記
し
た

[

屍
帳
式
様]

と
検
屍
の
実
施
次
第
に
つ
い
て
の
記
述
を

含
む

[

刑
部
呈]
と
の
二
つ
の
部
分
に
分
け
、
前
者
に
つ
い
て
は
原
文
を
そ
の
ま
ま
に
、
後
者
に
つ
い
て
は
口
語
訳
と
原
文
と
を
掲

げ
た
う
え
で
、
そ
こ
に
見
え
る
検
屍
方
式
と
馬
廷
傑
ら
の
検
屍
と
を
重
ね
合
わ
せ
、
そ
の
方
式
違
反
い
か
ん
を
確
認
し
た
い
。

[

屍
帳
式
様]

某
路
某
州
某
県
某
処
、
某
年
月
日
、
某
時
、
検
験
到
某
人
屍
形
。
用
某
字
幾
号
、
勘
合
書
填
、
定
執
生
前
致
命
根
因
、
標
注

于
後
。一

、
仰
面

（
図
省
略
）

一
、
合
面

（
図
省
略
）

一
、

対
衆
定
験
得
某
人
委
因
□
□
□
□
致
命

一
、

検
屍
人
等

正
犯
人
某

干
犯
人
某

干
証
人
某

地
隣
人
某

主
首
某

坊
・
里
正
某
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屍
親
某

�

作
行
人
某

右
件
、
前
項
致
命
根
因
、
中
間
但
有
脱
漏
不
実
、
符
同
捏
合
、
増
減
屍
傷
、
検
屍
官
吏
人
等
、
情
願
甘
伏
罪
責
無
詞
、
保
結

是
実
。

某
年
某
月
某
日

司
吏
某
押

首
領
官
某
押

検
屍
官
某
押

[

刑
部
呈]

大
徳
八
（
一
三
○
四
）
年
三
月
□
日
、
江
西
行
省
が
准う

け
た
る
中
書
省
の
咨
。
刑
部
の
呈
…
…
刑
部
が
議
し
得
た
り
。
検
屍

に
は
、
已
に
常
式
が
定
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
近
年
、
親
民
に
あ
た
る
べ
き
地
方
官
が
人
命
を
も
っ
て
重
し
と
は

な
さ
ず
、
往
々
に
し
て
検
屍
の
実
施
を
遅
ら
せ
て
、
遺
体
に
変
化
を
き
た
さ
せ
た
り
、
親
し
く
そ
の
監
視
に
臨
ま
ず
に
公
吏
や

行
人
（
検
屍
人
）
に
検
屍
を
ま
か
せ
た
り
、(
初
検
官
）
と
復
検
官
と
が
互
い
に
な
れ
あ
い
、
で
た
ら
め
な
検
屍
結
果
を
で
っ

ち
あ
げ
た
り
、
傷
の
軽
重
を
か
え
た
り
な
ど
と
、
不
正
の
弊
害
は
多
端
に
わ
た
り
ま
す
。
ま
さ
に
法
規
を
設
け
て
不
正
の
防
止

に
備
え
る
べ
き
で
あ
る
と
擬
（
判
断
）
す
る
こ
と
と
い
た
し
ま
す
。(

先
に
江
西
福
建
道
奉
使
宣
撫
が
呈
文
に
て
提
言
を
よ
せ

て
き
て
お
り
ま
す
が
）
も
し
そ
の
提
言
に
依
る
な
ら
ば
、
縷
細
に
過
ぎ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
そ
こ
で
今
刑
部
が
奉
使
宣
撫

の
提
言
も
参
酌
し
て
、
検
屍
帳
の
様
式
を
定
め
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
、
検
屍
帳
に
は
屍
身
図
、
そ
の
一
つ
は
仰
面
図
、
い
ま
一

つ
は
合
面
図
を
え
が
き
、
そ
の
様
式
に
従
っ
た
も
の
を
各
路
一
様
に
印
行
し
、
字
号
を
組
み
合
わ
せ
た
勘
合
（
認
識
符
号
）
を

印
記
し
て
州
・
県
に
下
し
、
帳
簿
を
設
け
て
保
管
す
る
よ
う
に
さ
せ
る
。
そ
し
て
も
し
検
屍
の
必
要
に
遇
え
ば
、
た
だ
ち
に
時
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限
を
定
め
て
、
附
近
の
か
か
わ
り
な
き
官
司
に
文
書
を
行
移
し
、
急
速
に
人
を
差つ

か

わ
し
公
文
を
投
下
し
、
よ
っ
て
首
領
官
吏
と

熟
練
の�

作
行
人
（
検
屍
人
）
を
引
き
連
れ
た
正
官
を
検
屍
に
差
わ
せ
る
。
こ
の
と
き
、
も
と
路
よ
り
く
だ
さ
れ
た
検
屍
帳
三

幅
を
携
行
し
て
、
速
や
か
に
遺
体
の
安
置
さ
れ
る
場
所
に
赴
か
せ
、
検
屍
に
従
う
べ
き
人
や
犯
人
ら
を
呼
び
集
め
、
正
官
が
親

し
く
監
視
し
て
、
衆
目
の
な
か
、
遺
体
の
上
か
ら
下
に
至
る
ま
で
、
一
つ
ひ
と
つ
分
明
子
細
に
検
験
し
、
そ
の
応
有

す
べ
て

の
損
傷
を

遺
体
に
沿
っ
て
指
で
さ
し
示
し
な
が
ら
説
明
を
く
わ
え
、
屍
身
図
上
の
被
傷
箇
所
に
長

な
が
さ

・
濶

ひ
ろ
さ

・
深
浅

ふ
か
さ

各
々
の
数
値
を
記
し
、
は
っ

き
り
と
し
た
致
命
の
原
因
を
確
定
し
説
明
す
る
。
検
屍
に
あ
た
っ
た
官
吏
ら
は
三
幅
の
検
屍
帳
上
に
署
押
し
、
一
幅
は
苦
主

（
被
害
者
の
遺
族
）
に
給
付
し
、
一
幅
は
の
り
づ
け
し
連
ね
て
一
件
文
書
の
一
部
と
し
、
一
幅
は
本
管
（
路
の
総
管
府
）
の
上

司
に
上
申
さ
せ
る
。
な
お
苦
主
と
検
屍
に
従
う
べ
き
関
係
人
ら
連
名
の
甘
結
（
誓
約
）
を
取
り
、
様
式
ど
お
り
備
細
に
記
し
、

そ
の
日
の
う
ち
に
検
屍
を
保
結
終
了
し
、
検
屍
現
場
に
至
る
里
程
、
検
屍
命
令
を
承
け
た
日
時
と
、
検
屍
に
出
発
し
た
日
時
を

明
確
に
記
し
て
、
本
管
の
上
司
に
飛
申
回
報
す
る
。
復
検
に
あ
た
っ
た
官
吏
が
上
の
依と

お

り
に
復
検
し
終
わ
っ
た
と
き
に
も
、
ま

た
検
屍
帳
一
幅
は
苦
主
に
給
付
し
、
一
幅
は
一
件
文
書
の
一
部
と
し
、
一
幅
は
上
司
に
申
報
す
る
。
も
し
違
慢
の
罪
が
あ
り
、

或
い
は
検
屍
を
命
ず
る
牒
が
到
る
も
そ
れ
を
受
け
ず
、
遺
体
に
変
化
を
き
た
さ
せ
た
場
合
、
正
官
に
は
杖
三
十
七
下
を
決
し
、

首
領
官
吏
に
は
（
官
員
に
も
吏
員
に
も
）
各
の
杖
四
十
七
下
を
決
す
。
親
し
く
そ
の
監
視
に
臨
ま
ず
、
公
吏
に
検
屍
を
ま
か
せ

た
場
合
、
傷
を
増
減
す
る
不
実
を
な
し
、
傷
の
軽
重
を
か
え
、
致
命
原
因
を
確
定
し
き
れ
な
か
っ
た
場
合
、
或
い
は
初
・
復
検

に
あ
た
る
官
吏
ら
が
相
ま
み
え
、
検
屍
結
果
に
つ
き
口
裏
を
合
わ
せ
た
場
合
、
正
官
は
そ
の
罪
を
認
め
る
供
述
を
取
り
事
の
軽

重
を
量
っ
て
、
断
罪
黜
降
し
、
首
領
官
吏
に
は
各
の
杖
五
十
七
下
を
決
し
、
役
を
罷
め
る
。�

作
行
人
に
は
杖
七
十
七
下
を
決

す
。
財
物
を
受
け
て
い
る
場
合
に
は
枉
法
（
財
を
受
け
て
法
を
枉ま

げ
る
）
の
罪
と
同
じ
く
論
じ
、
任
期
満
了
時
に
そ
の
旨
を
解
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由
（
履
歴
）
内
に
記
す
…
…
も
し
呈
を
准み

と

め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
遍
行

あ
ま
ね

く
照
会
さ
れ
る
の
が
相
応
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
今
定
擬
し

た
検
屍
帳
・
屍
身
図
の
様
式
を
前
掲
い
た
し
ま
す
。
具
呈
し
た
れ
ば
照
詳
せ
ら
れ
よ
（
以
上
、
刑
部
の
呈)

。
こ
の
刑
部
の
呈

を
う
け
、
都
省
は
刑
部
の
擬
を
准
め
、
今
検
屍
帳
の
様
式
を
採
録
し
連
ね
て
前
掲
す
る
。
除
外
、
江
西
行
省
に
咨
を
移お

く

り
照
験

し
て
、
合
属
に
遍
行
し
、
上
の
依
り
に
施
行
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
請
う：

大
徳
八
年
三
月
□
日
、
江
西
行
省
准
中
書
省
咨
。
刑
部

呈
…
…
本
部
議
得
。
検
験
屍
傷
、
已
有
常
式
。
近
年
以
来
、
親
民
之
官
、
不
以
人
命
為
重
、
往
往
推
延
、
致
令
発
変
、
及
不
親

臨
監
視
、
転
委
公
吏
・
行
人
、
与
復
検
官
司
、
遞
相
扶
同
、
装
捏
屍
状
、
移
易
軽
重
、
情
弊
多
端
。
擬
合
設
法
関
防
。
若
依
奉

使
宣
撫
所
言
、
似
為
縷
細
。
本
部
今
参
酌
、
定
立
屍
帳
。
図
画
屍
身
、
一
仰
一
合
、
令
各
路
一
様
板
印
、
編
立
字
号
勘
合
、
用

印
�
記
、
発
下
州
・
県
、
置
簿
封
収
。
如
遇
検
屍
、
随
即
定
立
時
刻
、
行
移
附
近
不
干
碍
官
司
、
急
速
差
人
投
下
公
文
、
仍
差

委
正
官
、
将
引
首
領
官
吏
、
慣
熟�
作
行
人
。
就
賚
元
降
屍
帳
三
幅
、
速
詣
停
屍
去
処
、
呼
集
応
合
聴
検
并
行
兇
人
等
、
躬
親

監
視
、
対
衆
眼
同
、
自
上
至
下
、
一
一
分
明
子
細
検
験
、
指
説
沿
屍
応
有
損
傷
、
即
於
元
画
屍
身
上
、
比
対
被
傷
去
処
、
標
写

長
濶
深
浅
各
各
分
数
、
定
説
端
的
要
害
致
命
根
因
。
検
屍
官
吏
、
於
上
署
押
、
一
幅
給
付
苦
主
、
一
幅
粘
連
入
巻
、
一
幅
申
連

本
管
上
司
。
仍
取
苦
主
并
聴
検
一
干
人
等
連
名
甘
結
。
依
式
備
細
開
写
、
当
日
保
結
回
報
、
明
白
称
説
各
処
相
離
里
路
、
承
発

検
験
日
時
、
飛
申
本
管
上
司
。
其
復
検
官
吏
、
依
上
復
検
了
畢
、
亦
将
屍
帳
一
幅
給
付
苦
主
、
一
幅
入
巻
、
一
幅
申
報
上
司
。

如
有
違
慢
、
或
牒
到
而
不
受
、
致
令
屍
変
者
、
正
官
決
三
十
七
下
、
首
領
官
吏
各
決
四
十
七
下
。
其
不
親
臨
監
視
、
転
委
公
吏

検
験
、
并
増
減
不
実
、
移
易
軽
重
、
定
執
致
命
因
依
不
明
、
或
初
・
復
検
官
吏
相
見
、
符
同
屍
状
者
、
正
官
取
招
量
事
軽
重
、

断
罪
黜
降
、
首
領
官
吏
各
決
五
十
七
下
、
罷
役
。�

作
行
人
決
七
十
七
下
。
受
財
者
同
枉
法
論
、
任
満
於
解
由
内
開
写
…
…
如

蒙
准
呈
、
遍
行
照
会
相
応
。
今
将
定
擬
屍
帳
・
凶
身
式
様
在
前
、
具
呈
照
詳
。
都
省
准
擬
、
今
将
屍
帳
式
様
録
連
在
前
。
除
外
、
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合
行
移
咨
請
照
験
、
遍
行
合
属
、
依
上
施
行
。

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

こ
こ
に
見
え
る
検
屍
方
式
と
重
ね
合
わ
せ
る
と
、
馬
廷
傑
は
明
白
な
方
式
違
反
を
犯
し
て
い
る
。
前
節
で
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、

検
屍
帳
上
「
検
屍
人
等
」
に
署
名
さ
せ
る
項
目
「
正
犯
人
某

干
犯
人
某
／
干
証
人
某

地
隣
人
某
／
主
首
某

坊
・
里
正
某
／
屍

親
某

�

作
行
人
某
」
と
い
う
様
式
を
改
変
し
、「
被
告
人
梁
伶
奴
・
戴
寿
安
」
と
連
署
さ
せ
た
こ
と
は
最
も
明
白
な
違
反
で
、
か

つ
「
已
に
死
亡
し
た
謝
景
徳
が
木
棍
で
兄
蔡
敬
祖
の
右
肋
を
打
ち
つ
け
地
に
倒
し
た
の
で
、
わ
た
し
は
そ
れ
を
恨
み
に
お
も
い
、
木

杷
で
謝
景
徳
を
打
ち
殺
し
ま
し
た
」
と
蔡
元
卿
を
し
て
虚
偽
の
供
述
に
よ
る
罪
の
な
す
り
つ
け
を
行
わ
せ
た
こ
と
と
絡
ん
で
刑
名
の

違
錯
（
謝
景
徳
に
そ
の
罪
を
な
す
り
つ
け
て
梁
伶
奴
に
よ
る
蔡
敬
祖
殺
害
の
罪
を
覆
い
隠
し
、
梁
伶
奴
は
魏
貴
一
を
傷
害
し
た
だ
け

と
す
る
）
に
直
接
連
な
る
。
被
告
人
は
か
な
ら
ず
し
も
正
犯
人
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
以
外
に
、
少
な
く
と
も
一
つ
の

明
白
な
方
式
違
反
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
違
反
に
つ
き
、
当
時
の
検
屍
方
式
の
概
要
説
明
も
か
ね
て
み
て
い
こ
う
。

ひ
と
ま
ず
検
屍
方
式
の
大
枠
に
つ
い
て
述
べ
る
。
検
屍
官
は
各
路
一
様
に
印
刷
し
州
・
県
に
下
さ
れ
た
検
屍
帳
を
三
幅
携
行
し
て

遺
体
の
安
置
さ
れ
る
場
所
に
赴
く
。「
一
幅
は
苦
主
に
給
付
し
、
一
幅
は
の
り
づ
け
し
連
ね
て
一
件
文
書
の
一
部
と
し
、
一
幅
は
本

管
の
上
司
に
上
申
さ
せ
る
」
た
め
、
都
合
三
幅
の
検
屍
帳
が
作
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

(

�)

検
屍
は
初
検
と
複
検
の
二
度
に
わ
た
り
実
施

さ
れ
る
が
、
こ
の
二
度
の
検
屍
が
実
施
さ
れ
る
間
に
遺
体
が
変
化
を
き
た
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
、
検
屍
の
実
施
に
は
自
ず

か
ら
迅
速
性
が
重
ん
じ
ら
れ
、
命
令
を
承
け
れ
ば
速
や
か
に
検
屍
を
開
始
し
、
ま
た
そ
れ
を
一
定
の
時
限
内
に
終
了
す
る
こ
と
が
求

め
ら
れ
た
。
緩
慢
な
検
屍
の
実
施
は
許
さ
れ
な
い
。
後
に
述
べ
る
よ
う
に
処
罰
の
対
象
で
あ
る
。
検
屍
帳
の
末
尾
に
は
「
某
年
某
月

某
日
司
吏
某
押
／
首
領
官
某
押
／
検
屍
官
某
押
」
と
、
検
屍
帳
作
成
年
月
日
を
記
し
た
う
え
で
検
屍
官
ら
が
署
押
す
る
こ
と
と
さ
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れ
て
お
り
、
ま
た
「
検
屍
現
場
に
至
る
里
程
、
検
屍
命
令
を
承
け
た
日
時
と
、
検
屍
に
出
発
し
た
日
時
を
明
確
に
記
し
て
、
本
管
の

上
司
に
飛
申
回
報
す
る
」
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
。

こ
う
し
た
検
屍
帳
の
携
行
、
実
施
の
時
限
と
い
う
大
枠
に
つ
い
て
の
方
式
違
反
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
検
屍
官
吏
等
の
構

成
に
つ
い
て
、
馬
廷
傑
ら
の
検
屍
に
は
明
ら
か
に
違
反
が
あ
る
。
検
屍
に
は
「
首
領
官
吏
と
熟
練
の�

作
行
人
を
引
き
連
れ
た
正
官
」

が
差
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
度
の
馬
廷
傑
を
正
官
と
す
る
検
屍
に
同
行
し
た
者
と
し
て
具
体
名
が
挙
げ
ら
れ
る
の

は
、
司
吏
周
郁
・(
貼
書
）
楊
棟
と�

作
行
人
杜
通
の
み
で
あ
り
、
一
行
中
に
首
領
官
は
い
な
い
。
孔
鎮
材
は
検
屍
現
場
に
臨
ん
で

い
な
い
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
典
史
孔
鎮
材
こ
そ
が
、
事
の
判
断
に
あ
た
る
正
官
た
る
県
尹
馬
廷
傑
の
も
と
、
も
っ
ぱ
ら
文
書
を
管
掌
す

る
首
領
官
と
し
て
検
屍
現
場
に
赴
く
べ
き
官
員
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

(

�)

刑
部
が
ま
と
め
た
孔
鎮
材
の
罪
を
認
め
る
供
述
を
そ
の
ま
ま
引

用
す
る
と
、
検
屍
が
実
施
さ
れ
た
お
り
彼
は
ち
ょ
う
ど
、「
仕
事
上
の
過
失
に
つ
き
取
調
べ
を
受
け
、
役
務
を
離
れ
て
い
た
。
そ
し

て
役
務
に
復
帰
し
て
検
屍
帳
を
点
検
し
た
と
き
に
、
県
尹
の
馬
廷
傑
が
蔡
敬
祖
の
遺
体
の
初
検
に
あ
た
り
、
右
肋
の
一
痕
を
致
命
の

原
因
と
し
な
が
ら
も
、
彼
自
身
で
そ
れ
を
問
い
た
だ
し
、
は
っ
き
り
と
さ
せ
る
こ
と
も
な
け
れ
ば
、
凶
器
を
尋
ね
だ
す
こ
と
も
な
く
、

方
式
に
違
え
て
検
屍
帳
「
正
犯
人
」
の
箇
所
に
、
自
ら
の
一
存
で
「
被
告
人
」
の
三
字
を
書
き
添
え
、
梁
伶
奴
を
し
て
そ
こ
に
署
名

さ
せ
て
い
る
こ
と
を
発
見
し
た
が
、
そ
れ
を
疏
駁
す
る
こ
と
な
く
、
そ
の
ま
ま
総
府
に
備
申
し
た
」
だ
け
で
あ
り
、
孔
鎮
材
は
検
屍

に
関
わ
る
も
、
そ
れ
は
事
後
の
こ
と
で
あ
り
、
検
屍
現
場
に
赴
い
た
検
屍
官
吏
等
の
一
員
と
し
て
は
検
屍
に
関
わ
っ
て
い
な
い
の
で

あ
る
。

方
式
違
反
す
べ
て
が
処
罰
等
の
対
象
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
。[

刑
部
呈]
を
要
約
す
る
と
、
検
屍
を
速
や
か
に
実
施
せ
ず
遺
体
に

変
化
を
き
た
さ
せ
た
場
合
、
親
し
く
監
視
せ
ず
公
吏
に
検
屍
を
ま
か
せ
た
場
合
、
検
屍
結
果
に
不
実
を
き
た
し
て
致
命
の
原
因
を
確
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定
し
き
れ
な
か
っ
た
場
合
、
初
・
復
検
に
あ
た
る
官
吏
ら
が
検
屍
結
果
に
つ
き
口
裏
を
合
わ
せ
た
場
合
な
ど
、
方
式
違
反
が
直
接
検

屍
結
果
に
影
響
を
及
ぼ
す
場
合
が
処
罰
等
の
対
象
で
あ
る
。

(

�)

馬
廷
傑
ら
の
検
屍
の
よ
う
に
検
屍
帳
の
様
式
を
改
変
し
、「
被
告
人
梁

伶
奴
・
戴
寿
安
」
と
連
署
さ
せ
た
こ
と
や
、
首
領
官
た
る
典
史
孔
鎮
材
が
検
屍
現
場
に
赴
か
な
か
っ
た
こ
と
は
、
方
式
違
反
で
は
あ

る
が
、
そ
れ
自
体
直
接
検
屍
結
果
に
影
響
を
及
ぼ
す
違
反
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
処
罰
等
の
対
象
と
は
さ
れ
な
か
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。

検
屍
現
場
で
ど
の
よ
う
に
検
屍
が
実
施
さ
れ
た
か
と
い
う
、
検
屍
の
実
際
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。[

刑
部
呈]

に
は
「
検
屍
に

従
う
べ
き
人
や
犯
人
ら
を
呼
び
集
め
、
正
官
が
親
し
く
監
視
し
て
、
衆
目
の
な
か
、
遺
体
の
上
か
ら
下
に
至
る
ま
で
、
一
つ
ひ
と
つ

分
明
子
細
に
検
験
し
、
そ
の
応
有
の
損
傷
を
遺
体
に
沿
っ
て
指
で
さ
し
示
し
な
が
ら
説
明
を
く
わ
え
、
屍
身
図
上
の
被
傷
箇
所
に
長
・

濶
・
深
浅
各
々
の
数
値
を
記
し
、
は
っ
き
り
と
し
た
致
命
の
原
因
を
確
定
し
説
明
す
る
」
と
検
屍
の
あ
り
方
次
第
が
示
さ
れ
る
。
重

ね
合
わ
せ
る
と
、
馬
廷
傑
は
「
屍
親
杜
甲
・
被
告
一
干
人
ら
を
呼
び
集
め
、
と
も
に
初
検
を
実
施
」
し
た
う
え
で
、「
蔡
敬
祖
の
遺

体
に
は
、
致
命
の
原
因
と
は
な
ら
な
い
軽
傷
が
沿
身
上
下
に
見
ら
れ
る
ほ
か
、
右
肋
に
他
物
に
よ
る
痕
が
一
つ
見
え
ま
す
。
こ
の
痕
、

皮
膚
は
破
れ
ず
、
黒
く
滲
ん
だ
内
出
血
の
状
態
で
横
に
広
が
り
、
長
は
二
寸
八
分
、
闊
は
九
分
で
あ
り
、
紛
れ
も
な
く
こ
の
痕
が
致

命
の
原
因
」
で
あ
る
と
（
内
出
血
ゆ
え
痕
の
深
浅
は
示
さ
な
い)

、
親
し
く
検
屍
を
監
視
し
、
正
し
く
致
命
の
原
因
を
確
定
し
て
い

る
。こ

こ
ま
で
、
つ
ま
り

[

刑
部
呈]

に
見
え
る
検
屍
の
あ
り
方
次
第
に
つ
い
て
方
式
違
反
は
な
い
の
だ
が
、
こ
れ
以
後
に
行
わ
れ
る

べ
き
正
官
と
し
て
の
肝
心
な
職
務
が
適
正
に
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
誰
が
ど
の
よ
う
に
し
て
検
屍
で
確
定
し
た
致
命
の
原
因
た
る
傷

を
負
わ
せ
た
か
な
ど
の
事
実
究
明
、
つ
ま
り
検
屍
現
場
で
の
取
調
べ
に
馬
廷
傑
は
親
し
く
あ
た
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
検
屍
の
実
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務
に
つ
い
て
は�

作
行
人
杜
通
が
い
る
と
し
て
、
広
東
道
廉
訪
司
が
彼
を
「
初
検
及
び
最
初
の
取
調
べ
に
あ
た
っ
た
県
尹
馬
廷
傑：

初
検
元
問
官
県
尹
馬
廷
傑
」
と
記
す
こ
と
か
ら
す
る
と
、
こ
の
取
調
べ
に
あ
た
る
こ
と
こ
そ
が
検
屍
帳
に
「
検
屍
官
」
と
し
て
署
押

す
る
馬
廷
傑
の
職
務
の
要
と
考
え
ら
れ
そ
う
な
も
の
な
の
に
で
あ
る
。
検
屍
現
場
は
ま
た
即
ち
最
初
の
取
調
べ
の
場
で
も
あ
っ
た
。

「
こ
う
し
た
場
合
、
自
ず
か
ら
そ
の
場
で
何
人
の
犯
行
で
あ
る
か
を
十
分
に
問
い
た
だ
し
、
は
っ
き
り
と
し
た
供
述
を
取
責
し
、
凶

器
を
尋
ね
だ
し
て
、
そ
れ
を
痕
傷
と
照
ら
し
合
わ
せ
た
う
え
で
、
正
犯
人
を
し
て
検
屍
帳
に
署
名
さ
せ
る
べ
き
で
あ
り
ま
し
た
」
と

馬
廷
傑
は
供
述
す
る
。
し
か
し
実
際
に
は
そ
う
せ
ず
に
、
刑
部
が
い
う
よ
う
に
「
親
し
く
事
実
の
究
明
に
あ
た
ら
ず
、
司
吏
・
貼
書

ら
を
し
て
ひ
そ
か
に
尋
問
を
行
わ
せ
、
彼
ら
が
正
犯
人
梁
伶
奴
か
ら
贓
賄
を
受
け
る
の
を
故
縦
し
」
た
こ
と
か
ら
こ
の
度
の
事
態
へ

と
向
か
う
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
あ
る
い
は
馬
廷
傑
自
身
が
事
に
相
対
し
た
と
き
に
は
、
司
吏
周
郁
ら
が
贓
賄
を
受
け
た

こ
と
か
ら
、
既
に
梁
伶
奴
の
言
い
分
（
魏
貴
一
傷
害
の
事
実
は
認
め
る
も
、
蔡
敬
祖
殺
害
の
事
実
は
認
め
な
い
）
を
聴
き
い
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
、
い
わ
ば
に
っ
ち
も
さ
っ
ち
も
行
か
な
い
状
況
に
陥
っ
て
お
り
、
苦
肉
の
策
と
し
て
、
被
告
人
と
し
て
の
検
屍
帳
へ

の
署
名
を
梁
伶
奴
ら
に
求
め
、
ま
た
既
に
死
亡
し
た
謝
景
徳
を
蔡
敬
祖
の
殺
害
者
に
仕
立
て
上
げ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
も

あ
れ
、
こ
う
し
た
取
調
べ
の
あ
り
方
次
第
に
つ
い
て
、
こ
と
さ
ら[

刑
部
呈]

に
記
さ
れ
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
い
わ
ず
も
が
な
の
検
屍

官
心
得
だ
っ
た
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。

(

�)

校
定
本
第
一
冊
一
六
七
頁
以
下
。
点
校
本
第
三
冊
一
四
八
○
頁
以
下
。
岩
村
忍
「
元
典
章
刑
部
の
研
究
」(

東
方
学
報
・
京
都
二
四

冊
、
三
○
〜
三
三
頁
、
一
九
五
四
年
）
に
訓
読
訳
が
あ
る
。

(

�)

「
本
管
の
上
司
」
に
つ
い
て
口
語
訳
で
は
「
本
管
（
路
の
総
管
府
）
の
上
司
」
と
し
た
。
例
え
ば
、[

品
官
を
擅
決
す
る
こ
と
を
得

ず：

不
得
擅
決
品
官]

（『

元
典
章
』
三
九
・
刑
部
巻
之
一
。
大
徳
三
＝
一
二
九
九
年
五
月
、
御
史
台
が
奉
じ
た
る
中
書
省
の
箚
付
。
校
定
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本
第
一
冊
一
三
頁
以
下
。
点
校
本
第
三
冊
一
三
四
一
頁
以
下
）
に
「
拠う

け
た
る
御
史
台
の
呈
。
随
路
の
府
・
州
・
司
・
県
の
官
員
が
、
軍

需
の
供
給
・
造
作
・
差
税
の
課
程
に
違
慢
し
、
本そ

の

路
の
総
管
府
が
就
便

た
だ
ち

に
的
決
す
る
事
の
為
に
す
…
…
奉
じ
た
る
都
堂
の
鈞
旨
。
随
路
の

府
・
州
・
司
・
県
の
官
員
は
、
倶と

も

に
朝
廷
の
命
官
に
係
る
。
遇も

し
罪
犯
が
有
れ
ば
、
は
っ
き
り
と
し
た
罪
を
認
め
る
供
述
を
取
責
し
、
路

が
刑
部
に
上
申
し
刑
部
が
都
省
に
上
呈
し
て
都
省
が
詳
断
す
る
。
総
管
府
の
上
司
が
、
擅
便
処
決
し
て
は
な
ら
な
い
。
此
を
奉
ぜ
よ：

拠

御
史
台
呈
。
為
随
路
府
・
州
・
司
・
県
官
員
、
供
給
軍
需
・
造
作
・
差
税
課
程
違
慢
、
本、
路、
総、
管、
府、
就
便
的
決
事
…
…
奉
都
堂
鈞
旨
。
随

路
・
府
・
州
・
司
・
県
官
員
、
倶
係
朝
廷
命
官
。
遇
有
罪
犯
、
取
責
明
白
招
伏
、
申
部
呈
省
詳
断
。
其、
総、
管、
府、
上、
司、
、
並
不
得
擅
便
処
決
。

奉
此
」
と
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
推
察
す
る
と
、
原
文
「
本
管
上
司
」
は
「
本、
路
総
管、
府
上、
司、
」
を
約
め
た
も
の
に
間
違
い
な
い
。

(

�)

第
三
節
の
検
屍
案
件
で
は
方
式
ど
お
り
正
官
・
典
史
・
司
吏
で
検
屍
官
吏
が
構
成
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち

[

検
屍
し
て
打
死
を
病

死
と
す
る]

で
は
、
初
検
（
正
官
）
成
安
県
達
魯
花
赤
太
帖
木
児
・(

首
領
官
）
典
史
趙
璧
・(

司
吏
）
周
徳
華
／
復
検
（
正
官
）
肥
郷
県

達
魯
花
赤
亦
的
・(

首
領
官
）
典
史
李
栄
・(

司
吏
）
孫
栄
祖
で
検
屍
官
吏
が
構
成
さ
れ
、[

官
吏
の
検
屍
違
錯]

で
は
、(

正
官
）
鄒
平
県

県
尹
張
亨
・(

首
領
官
）
典
史
宋
宥
・(
司
吏
）
劉
居
敬
で
検
屍
官
吏
が
構
成
さ
れ
て
い
る
。

(

�)

明
刑
律
・
断
獄
「
検
験
屍
傷
不
以
実
」
条
は
「
屍
傷
を
検
験
す
る
際
に
、
若も

し
検
屍
を
命
ず
る
牒
が
到
る
も
口
実
を
つ
け
て
即た

だ

ち
に

検
験
せ
ず
、
遺
体
に
変
化
を
き
た
さ
せ
た
場
合
、
及
び
親
し
く
そ
の
監
視
に
臨
ま
ず
、
吏
卒
に
検
屍
を
ま
か
せ
た
場
合
、
若
し
く
は
初
・

復
検
に
あ
た
る
官
吏
ら
が
相
ま
み
え
、
検
屍
結
果
に
つ
き
口
裏
を
合
わ
せ
た
場
合
、
及
び
心
し
て
検
験
に
あ
た
ら
ず
、
傷
の
軽
重
を
か
え
、

傷
を
増
減
し
、
不
実
に
し
て
致
命
原
因
を
確
定
し
き
れ
な
か
っ
た
場
合
、
正
官
は
杖
六
十
、
首
領
官
は
杖
七
十
、
吏
典
は
杖
八
十
と
す
る
。

�

作
行
人
の
検
験
が
不
実
な
の
に
、
こ
れ
に
口
裏
を
合
わ
せ
た
者
も
、
同
様
の
罪
と
す
る
。
不
実
な
検
屍
結
果
に
よ
り
罪
に
増
減
が
有
る

者
は
、
失
し
て
人
の
罪
を
出
入
す
る
を
以
て
論
ず
。
若
し
財
物
を
受
け
て
故
に
不
実
な
検
験
を
す
る
者
は
、
故
に
人
の
罪
を
出
入
す
る
を

以
て
論
ず
。
受
け
た
贓
が
重
い
者
は
、
そ
の
枉
法
（
財
を
受
け
て
法
を
枉ま

げ
る
）
の
贓
を
計
り
、
故
出
入
人
罪
と
受
財
枉
法
罪
の
重
き
に

従
っ
て
論
ず
る：

凡
検
験
屍
傷
、
若
牒
到
託
故
不
即
検
験
、
致
令
屍
変
、
及
不
親
臨
監
視
、
転
委
吏
卒
、
若
初
・
復
検
官
吏
相
見
、
符
同

屍
状
、
及
不
為
用
心
検
験
、
移
易
軽
重
、
増
減
屍
傷
、
不
実
定
執
致
死
根
因
不
明
者
、
正
官
杖
六
十
、
首
領
官
杖
七
十
、
吏
典
杖
八
十
。

�

作
行
人
検
験
不
実
、
符
同
屍
状
者
、
罪
亦
如
之
。
因
而
罪
有
増
減
者
、
以
失
出
入
人
罪
論
。
若
受
財
故
検
験
不
以
実
者
、
以
故
出
入
人
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罪
論
。
贓
重
者
、
計
贓
以
枉
法
従
重
論
」
と
規
定
す
る
。
こ
こ
に
見
え
る
処
罰
等
の
対
象
と
の
つ
な
が
り
が
指
摘
で
き
そ
う
で
あ
る
。
唐

律
に
は
こ
れ
に
あ
た
る
規
定
は
な
い
。

三

不
実
な
検
屍

方
式
違
反
の
検
屍
と
い
っ
て
も
、
馬
廷
傑
ら
の
検
屍
は
検
屍
結
果
自
体
に
不
実
あ
る
も
の
で
は
な
い
。
致
命
の
原
因
は
正
し
く
確

定
し
て
い
る
。
検
屍
と
検
屍
現
場
で
の
取
調
べ
が
一
体
と
さ
れ
た
当
時
の
検
屍
制
度
な
ら
で
は
の
事
案
と
い
え
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
当

時
に
あ
っ
て
も
検
屍
結
果
自
体
が
不
実
な
検
屍
も
あ
り
、『
元
典
章
』
刑
部
に
は
そ
う
し
た
事
案
を
含
む
案
件
も
ま
た
収
め
ら
れ
て

い
る
。
本
論
か
ら
し
ば
ら
く
離
れ
、
こ
こ
で
不
実
な
検
屍
の
事
案
を
含
む
二
つ
の
案
件
を
紹
介
し
よ
う
。
賄
賂
の
収
受
や
検
屍
現
場

で
の
取
調
べ
の
あ
り
様
な
ど
に
馬
廷
傑
ら
の
検
屍
と
相
通
ず
る
検
屍
制
度
の
問
題
点
が
み
て
と
れ
る
。

ま
ず
は

[

検
屍
し
て
打
死
を
病
死
と
す
る：
打
死
験
作
病
死]

（『

元
典
章
』
五
四
・
刑
部
巻
之
一
六
）
を
み
て
み
る
。

(

�)

検
屍
官

（
初
検
・
復
検
官
）
が
母
親
を
誤
殺
し
た
加
害
者
の
弟
か
ら
賄
賂
を
受
け
て
打
死
を
病
死
と
し
た
事
案
で
あ
る
。

大
徳
十
一
（
一
三
○
七
）
年
□
月
、
行
台
が
准う

け
た
る
御
史
台
の
咨
。
御
史
台
が
承
奉
せ
る
中
書
省
の
箚
付
。
都
省
が
近
ご

ろ
拠う

け
た
る
刑
部
の
呈
。
そ
の
呈
に
備
し
た
る
磁
州
の
知
州
張
奉
訓
の
呈
。
成
安
県
の
人
戸
田
雲
童
が
正
月
初
二
日
に
弟
田
二

を
麺
打
ち
棒
で
殴
打
し
、
な
だ
め
に
入
っ
た
母
阿
耿
の
頭
を
誤
っ
て
打
傷
し
、
初
三
日
に
阿
耿
が
死
亡
い
た
し
ま
し
た
。
こ
の

件
に
つ
き
田
雲
童
の
舅お

じ

耿
端
が
訴
え
る
も
、
同
県
の
達
魯
花
赤
太
帖
木
児
は
見
て
見
ぬ
ふ
り
を
し
て
そ
れ
を
受
理
し
ま
せ
ん
で

し
た
が
、
劉
主
簿
に
訴
え
、
事
に
関
わ
る
一
干
人
ら
が
捉
え
ら
れ
て
官
に
到
り
ま
し
た
。
そ
し
て
達
魯
花
赤
太
帖
木
児
が
初
検
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に
あ
た
り
、
遺
体
の
頭
頂
右
よ
り
に
口
の
開
い
た
新
し
い
打
ち
傷
、
長

な
が
さ

九
分
、
闊

ひ
ろ
さ

三
分
が
あ
る
の
に
そ
れ
を
火
傷
の
傷
と
し
て

検
屍
帳
に
記
し
、
額
・
左
手
・
右
肩
・
腰
に
見
え
る
青
い
腫

は
れ
も
の、

口
内
の
出
血
に
つ
い
て
は
倶と

も

に
傷
の
状
態
を
検
屍
帳
に
記
さ
ず
、

人
を
し
て
肥
郷
県
の
復
検
に
あ
た
る
官
吏
に
も
屍
状
を
で
っ
ち
あ
げ
、
中
風
に
よ
る
病
死
と
い
う
検
屍
結
果
を
下
し
て
く
れ
る

よ
う
要
請
い
た
し
ま
し
た
。
卑
職
は
こ
こ
に
官
吏
の
金
品
取
受
と
い
う
不
正
を
調
べ
だ
し
、
田
雲
童
等
の
罪
を
認
め
供
述
す
る

詞こ
と
ばを

上
申
い
た
し
ま
し
た
が
、
広
平
路
は
上
司
に
申
覆
す
る
こ
と
な
く
、
た
だ
些
細
な
不
備
に
つ
き
照
査
し
た
だ
け
で
、
ま
た

卑
職
に
も
取
調
べ
を
お
え
さ
せ
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。
事
に
妨
げ
あ
る
こ
と
言
う
に
尽
く
せ
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
看
詳
い
た
し
ま

し
た
。
人
の
子
た
る
道
は
理
と
し
て
ま
さ
に
本
、
つ
ま
り
父
母
に
報
い
る
こ
と
で
あ
り
、
母
を
殴
打
し
死
亡
さ
せ
て
し
ま
う
と

は
、
こ
れ
よ
り
罪
大
な
る
は
莫な

し
で
あ
り
ま
す
。
も
し
僭
呈
に
応
じ
て
、
こ
ち
ら
に
官
員
を
差
し
向
け
ら
れ
、
審
録
（
罪
の
有

無
を
確
認
）
し
て
処
分
を
決
定
し
て
い
た
だ
け
な
い
よ
う
で
あ
り
ま
す
な
ら
ば
、
実

ま
こ
と

に
卑
職
独
力
で
は
処
理
す
る
わ
け
に
は
い

か
ぬ
事
で
あ
り
ま
す
。
此
を
得
ら
れ
よ
（
以
上
、
張
奉
訓
の
呈)

。
こ
の
張
奉
訓
の
呈
を
う
け
、
本
件
に
つ
き
特
に
前
両
淮
転

運
塩
使
司
の
同
知
怱
都
牙
里
を
差つ

か

わ
し
取
調
べ
を
し
た
と
こ
ろ
、
張
奉
訓
の
申
す
と
こ
ろ
は
事
実
で
あ
り
ま
し
た
。
田
雲
童
に

つ
い
て
は
別
に
判
断
を
下
し
て
結
案
す
る
ほ
か
、
張
奉
訓
が
調
べ
だ
し
た
「
田
雲
童
の
弟
田
安
の
中
統
鈔
一
十
五
定
・
雑
色
暗

花
段
子
八
疋
・
毛
子
一
疋
を
受
け
ま
し
た
」
と
い
う
成
安
県
達
魯
花
赤
太
帖
木
児
の
供
述
調
書
に
見
え
る
罪
を
認
め
る
供
述
に

つ
い
て
、
返
還
分
は
除
外
し
て
、
自
身
の
も
の
と
し
た
鈔
七
定
、
至
元
鈔
に
換
算
し
て
七
十
貫
に
つ
い
て
は
、
枉
法
（
財
を
受

け
て
法
を
枉ま

げ
る
）
の
例

き
ま
り

に
依
り
、
杖
八
十
七
下
を
執
行
し
訖
わ
り
、
官
籍
か
ら
名
を
除
き
再
び
叙
用
し
な
い
こ
と
と
い
た
し

ま
す
。
典
史
趙
璧
が
田
安
に
要も

と

め
た
中
統
鈔
四
定
三
十
両
・
段
子
三
疋
の
う
ち
、
返
還
分
は
除
外
し
て
、
自
身
の
も
の
と
し
た

中
統
鈔
一
定
は
、
枉
法
に
あ
た
り
ま
す
。
金
品
取
受
を
取
り
次
い
だ
司
吏
周
徳
華
が
受
け
た
田
安
の
中
統
鈔
三
定
、
至
元
鈔
に
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換
算
し
て
三
十
貫
は
、
不
枉
法
（
財
を
受
け
る
も
法
は
枉
げ
な
い
）
に
あ
た
り
ま
す
。
各
の
杖
五
十
七
下
を
執
行
し
訖
り
、
役

を
罷
め
、
再
び
叙
用
し
な
い
こ
と
と
い
た
し
ま
す
。「
不
合

ふ
と
ど
き

に
も
田
安
の
酒
食
を
う
け
、
復
検
し
た
屍
傷
を
検
屍
帳
に
記
さ
ず
、

中
風
に
よ
る
病
死
と
い
う
検
屍
結
果
を
下
し
ま
し
た
」
と
い
う
肥
郷
県
の
達
魯
花
赤
亦
的
・
典
史
李
栄
・
司
吏
孫
栄
祖
の
供
述

調
書
に
見
え
る
罪
を
認
め
る
供
述
に
つ
い
て
、
達
魯
花
赤
亦
的
は
量
り
て
杖
四
十
七
下
を
執
行
し
、
職
を
罷
め
、
再
び
叙
用
し

な
い
こ
と
と
い
た
し
ま
す
。
典
史
李
栄
は
杖
五
十
七
下
、
役
を
罷
め
る
こ
と
と
い
た
し
ま
す
。
司
吏
孫
文
質
が
ま
た
罪
を
認
め

て
供
述
す
る
、
要
め
た
る
中
統
鈔
三
定
、
至
元
鈔
に
換
算
し
て
三
十
貫
は
、
枉
法
に
あ
た
り
ま
す
。
杖
七
十
七
下
を
執
行
し
、

役
を
罷
め
、
再
び
叙
用
し
な
い
こ
と
と
い
た
し
ま
す
。
広
平
路
の
正
官
・
首
領
官
が
、
不
合
に
も
、
即

た
だ
ち

に
上
司
に
飛
申
し
、
達

魯
花
赤
太
帖
木
児
ら
を
召
喚
し
、
路
に
赴
き
取
調
べ
を
お
え
な
か
っ
た
罪
に
つ
い
て
は
別
に
結
案
す
る
ほ
か
（
以
上
、
刑
部
の

呈)

。
こ
の
刑
部
の
呈
を
う
け
、
都
省
が
議
し
得
た
り
。
知
州
張
奉
訓
が
、
守
正
奉
公
に
し
て
、
省
部
（
中
書
省
刑
部
）
に
直

接
上
申
し
、
悪
逆
の
重
事
を
明
ら
か
に
し
、
枉
法
官
吏
を
糾
し
た
こ
と
は
、
特
別
に
昇
進
さ
せ
る
ほ
か
、
合
下

た
だ
ち

に
仰
せ
て
照
験

施
行
せ
し
む：

大
徳
十
一
年
□
月
、
行
台
准
御
史
台
咨
。
承
奉
中
書
省
箚
付
。
近
拠
刑
部
備
磁
州
知
州
張
奉
訓
呈
。
成
安
県
人

戸
田
雲
童
、
於
正
月
初
二
日
、
将
弟
田
二
用�
麺
杖
殴
打
、
伊
母
阿
耿
向
前
解
勧
、
誤
於
頭
上
打
傷
、
初
三
日
身
死
。
伊
舅
耿

端
陳
告
、
本
県
達
魯
花
赤
太
帖
木
児
看
循
、
不
肯
受
理
、
於
本
県
劉
主
簿
処
告
過
、
勾
捉
一
干
人
等
到
官
。
達
魯
花
赤
太
帖
木

児
初
検
得
、
本
屍
頂
心
偏
右
新
打
破
瘡
口
、
長
九
分
、
闊
三
分
、
写
作
炙
瘡
瘢
痕
、
并
額
上
・
左
手
・
右
肩
・
腰
間
青
腫
、
口

内
血
出
、
倶
不
写
入
傷
状
、
令
人
邀
請
肥
郷
県
復
検
官
吏
捏
合
屍
状
、
定
験
作
因
風
気
病
身
死
。
卑
職
問
出
官
吏
取
受
、
及
将

田
雲
童
等
招
詞
開
申
、
広
平
路
不
行
申
覆
上
司
、
止
照
小
節
不
完
、
又
令
卑
職
帰
問
。
中
間
窒
礙
、
不
能
尽
言
。
看
詳
。
人
子

之
道
、
理
当
報
本
、
殴
母
致
死
、
罪
莫
大
焉
。
若
不
僭
呈
、
差
官
前
来
、
審
録
帰
結
、
実
非
卑
職
独
力
可
弁
之
事
。
得
此
。
差
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委
前
両
淮
転
運
塩
使
司
同
知
怱
都
牙
里
鞠
問
、
是
実
。
除
田
雲
童
別
行
結
案
外
、
問
出
成
安
県
達
魯
花
赤
太
帖
木
児
状
招
。
受

訖
田
雲
童
弟
田
安
中
統
鈔
一
十
五
定
・
雑
色
暗
花
段
子
八
疋
・
毛
子
一
疋
。
除
回
付
外
、
入
己
鈔
七
定
、
折
至
元
鈔
七
十
貫
、

依
枉
法
例
、
決
訖
八
十
七
下
、
除
名
不
叙
。
典
史
趙
璧
、
要
訖
田
安
中
統
鈔
四
定
三
十
両
・
段
子
三
疋
、
除
回
付
外
、
入
己
中

統
鈔
一
定
、
係
枉
法
。
接
行
司
吏
周
徳
華
、
受
訖
田
安
中
統
鈔
三
定
、
折
至
元
鈔
三
十
貫
、
係
不
枉
法
。
各
決
訖
五
十
七
下
、

罷
役
不
叙
。
肥
郷
県
達
魯
花
赤
亦
的
・
典
史
李
栄
・
司
吏
孫
栄
祖
状
招
。
不
合
食
用
田
安
酒
食
、
将
復
検
屍
傷
脱
傷
、
験
作
因

風
気
病
身
死
。
将
達
魯
花
赤
亦
的
量
決
四
十
七
下
、
罷
職
不
叙
。
典
史
李
栄
五
十
七
下
、
罷
役
。
司
吏
孫
文
質
又
招
、
要
中
統

鈔
三
定
、
折
至
元
鈔
三
十
貫
、
係
枉
法
。
決
杖
七
十
七
下
、
罷
役
不
叙
。
広
平
路
官
・
首
領
官
、
不
合
不
即
飛
申
上
司
、
及
不

勾
追
赴
路
帰
問
罪
犯
、
別
行
外
。
都
省
議
得
。
知
州
張
奉
訓
、
守
正
奉
公
、
直
申
省
部
、
弁
明
悪
逆
重
事
、
糾
正
枉
法
官
吏
、

除
以
優
加
陞
用
外
、
合
下
仰
照
験
施
行
。・

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

大
徳
十
一
（
一
三
○
七
）
年
正
月
二
日
に
、
成
安
県
の
田
雲
童
が
弟
田
二
を
麺
打
ち
棒
で
殴
打
し
、
な
だ
め
に
入
っ
た
母
阿
耿
の

頭
を
誤
っ
て
打
傷
し
死
亡
さ
せ
る
。
こ
の
件
に
つ
き
初
検
に
あ
た
っ
た
同
県
の
達
魯
花
赤
太
帖
木
児
は
、
田
雲
童
の
弟
田
安
よ
り
賄

賂
を
受
け
、
屍
状
を
で
っ
ち
あ
げ
て
病
死
と
い
う
検
屍
結
果
を
下
し
、
ま
た
同
じ
検
屍
結
果
を
復
検
に
お
い
て
も
下
す
よ
う
に
、
田

安
を
し
て
酒
食
の
饗
応
を
せ
し
め
、
復
検
官
た
る
肥
郷
県
の
達
魯
花
赤
亦
的
に
要
請
す
る
。

当
時
の
制
度
上
、
初
検
官
と
復
検
官
と
が
口
裏
合
わ
せ
を
す
る
こ
と
を
防
ぐ
意
図
か
ら
、
同
路
内
他
県
の
官
吏
が
そ
れ
ぞ
れ
初
検
・

復
検
の
任
に
あ
た
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

(

�)

だ
が
、
第
二
節
の[

刑
部
呈]

に
い
う
よ
う
に
「
初
・
復
検
に
あ
た
る
官

吏
ら
が
相
ま
み
え
、
検
屍
結
果
に
つ
き
口
裏
を
合
わ
せ
」
な
く
と
も
、
こ
こ
で
の
田
安
の
よ
う
に
、
口
裏
合
わ
せ
を
仲
介
す
る
者
が
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検
屍
現
場
に
い
る
こ
と
か
ら
、
ま
た
な
に
よ
り
も
、
い
と
も
た
や
す
く
贈
賄
に
応
じ
る
官
吏
た
ち
の
綱
紀
の
乱
れ
か
ら
、
防
止
機
能

が
十
全
に
働
い
て
い
る
と
は
言
い
難
い
状
況
に
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
収
賄
に
つ
い
て
の
妙
な
信
頼
感
と
で
も
い
え
よ
う
か
。
初
検

官
太
帖
木
児
は
田
安
を
介
し
て
の
彼
の
要
請
が
、
よ
も
や
復
検
官
に
応
じ
て
も
ら
え
な
い
、
言
い
方
を
変
え
れ
ば
、
復
検
官
が
田
安

よ
り
賄
賂
を
受
け
取
ら
な
い
な
ど
と
い
う
こ
と
を
、
は
な
か
ら
思
っ
て
も
み
な
か
っ
た
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。

も
う
一
案[

官
吏
の
検
屍
違
錯：

官
吏
検
屍
違
錯]

（『

元
典
章
』
五
四
・
刑
部
巻
之
一
六
）
を
み
て
み
る
。

(

�)

死
亡
者
遺
族
の
虚
偽

の
告
言
に
沿
っ
た
検
屍
が
な
さ
れ
、
そ
の
検
屍
結
果
に
つ
じ
つ
ま
を
合
わ
せ
る
か
の
よ
う
な
取
調
べ
が
検
屍
現
場
で
行
わ
れ
た
事
案

で
あ
る
。皇

慶
元
（
一
三
一
二
）
年
四
月
、
袁
州
路
が
奉
じ
た
る
江
西
行
省
の
箚
付
…
…
江
西
行
省
が
移お

く

り
准う

け
た
る
中
書
省
の
咨
。

都
省
が
送
り
拠う

け
た
る
刑
部
の
呈
。
新
建
県
吏
王
汝
椿
の
検
屍
不
明
に
つ
い
て
、
照
得
し
た
る
大
徳
六
（
一
三
○
二
）
年
三
月

二
十
九
日
に
刑
部
が
奉
じ
た
る
省
判
。
刑
部
の
呈
。
山
東
宣
慰
司
の
関
。
濟
寧
路
鄒
平
県
が
取
調
べ
を
お
え
た
王
伴
児
と
喬
小

驢
ら
と
が
黄
喜
児
を
殴
打
し
、
黄
喜
児
が
王
伴
児
を
蹴
り
殺
し
た
一
件
。
取
調
べ
を
移
し
路
に
ま
か
せ
て
再
度
の
取
調
べ
を
し

た
結
果
、
実
際
に
は
、
王
伴
児
が
木
に
登
り
体
の
重
み
で
そ
の
枝
が
折
れ
、
転
落
死
し
た
と
い
う
こ
と
が
判
明
い
た
し
ま
し
た
。

証
人
も
多
く
は
っ
き
り
と
し
て
お
り
ま
す
。
刑
部
が
議
し
得
た
り
。
黄
喜
児
は
、
も
と
も
と
鄒
平
県
の
取
調
べ
で
は
、
靴
を
は

い
た
足
で
王
伴
児
を
蹴
り
つ
け
傷
を
負
わ
せ
死
亡
さ
せ
ま
し
た
と
罪
を
認
め
る
供
述
を
し
て
お
り
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
再
度
の

取
調
べ
で
は
、
実
際
に
は
、
王
伴
児
が
木
に
登
り
転
落
死
し
た
と
い
う
こ
と
が
判
明
し
、
そ
の
こ
と
に
つ
き
関
係
人
ら
の
証
言

も
一
致
し
て
お
り
ま
す
し
、
虚
偽
の
告
言
を
行
っ
た
と
す
る
死
亡
者
の
遺
族
王
阿
劉
ら
の
罪
を
認
め
る
供
述
も
取
り
訖
え
て
お
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り
ま
す
。
宣
慰
司
の
擬
（
判
断
）
す
る
と
こ
ろ
を
准み

と

め
、
黄
喜
児
を
詔
恩
に
欽
依
し
て
釈
放
し
、
先
に
徴
収
し
た
焼
埋
銀
四
定

は
返
還
す
べ
き
だ
と
擬
す
る
こ
と
と
い
た
し
ま
す
。
そ
の
ほ
か
、
黄
喜
児
の
兄
黄
成
が
「
王
伴
児
は
木
の
枝
が
折
れ
て
転
落
死

し
た
の
で
す
」
と
既
に
検
屍
現
場
で
告
げ
て
い
た
の
に
、
即

た
だ
ち

ち
に
そ
の
こ
と
を
問
い
た
だ
さ
ず
、
ま
た
親
し
く
検
屍
を
監み

な
か
っ

た
こ
と
か
ら
、
輒

か
ろ
が
ろし

く
も
、
王
伴
児
の
致
命
原
因
は
蹴
り
つ
け
傷
を
負
わ
さ
れ
た
た
め
だ
と
す
る�

作
行
人
（
検
屍
人
）
陳
全

の
見
立
て
を
そ
の
ま
ま
認
め
て
、
以
前
靴
を
は
い
た
足
で
王
伴
児
の
右
腮ほ

ほ

か
ら
耳
に
か
け
、
そ
れ
に
内
股
の
急
所
を
蹴
り
つ
け

傷
を
負
わ
せ
た
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
傷
に
よ
り
王
伴
児
が
死
亡
し
た
と
す
る
供
述
を
黄
喜
児
か
ら
取
り
訖
え
ま
し
た
と
初
検
官

鄒
平
県
尹
張
亨
・
典
史
宋
宥
ら
が
罪
を
認
め
て
供
述
す
る
と
こ
ろ
に
つ
い
て
、
各
人
の
罪
は
已
に
釈
放
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
県

尹
張
亨
は
現
職
よ
り
一
等
を
降
し
て
一
年
後
別
職
に
つ
け
、
典
史
宋
宥
・
司
吏
劉
居
敬
は
役
務
を
罷
め
さ
せ
、
再
び
叙
用
し
な

い
の
が
相
応
で
あ
り
ま
し
ょ
う
（
以
上
、
刑
部
の
呈
）
…
…
中
書
省
が
江
西
行
省
に
咨
し
て
上
の
依

と
お
り

に
施
行
せ
ら
れ
ん
こ
と
を

請
う：

皇
慶
元
年
四
月
、
袁
州
路
奉
江
西
行
省
箚
付
…
…
移
准
中
書
省
咨
。
送
拠
刑
部
呈
。
新
建
県
吏
王
汝
椿
検
屍
不
明
、
照

得
大
徳
六
年
三
月
二
十
九
日
奉
省
判
。
本
部
呈
。
山
東
宣
慰
司
関
。
濟
寧
路
鄒
平
県
帰
問
到
、
王
伴
児
与
喬
小
驢
等
殴
黄
喜
児
、

將
王
伴
児�

死
。
移
委
隷
路
推
問
得
、
王
伴
児
委
因
上
樹
圧
折
樹
枝
、
掉
下
�
死
。
衆
証
明
白
。
本
部
議
得
、
黄
喜
児
元
招
、

用
脚
穿
靴
隻
将
王
伴
児�

傷
身
死
。
再
行
帰
問
得
、
王
伴
児
委
因
上
樹
掉
下
�
死
、
其
一
干
人
等
指
証
相
同
、
取
訖
苦
主
王
阿

劉
等
虚
告
招
伏
。
合
准
宣
慰
司
所
擬
、
将
黄
喜
児
欽
依
詔
恩
釈
放
、
先
追
焼
埋
銀
両
四
定
擬
合
回
付
。
外
拠
初
検
官
鄒
平
県
尹

張
亨
・
典
史
宋
宥
等
所
招
、
黄
喜
児
兄
黄
成
既
曽
告
説
王
伴
児
圧
折
樹
枝
、
掉
下
�
傷
身
死
、
不
即
究
問
、
又
不
親
監
検
屍
、

以
致�

作
行
人
陳
全
将
王
伴
児
作�

打
所
傷
身
死
、
輒
憑
取
訖
黄
喜
児
曽
用
脚
穿
靴
隻
於
王
伴
児
右
腮
連
耳
并
交
当
内
不
便
処

�

傷
身
死
。
各
人
罪
犯
、
已
経
釈
放
。
将
県
尹
張
亨
量
擬
降
先
職
一
等
、
期
年
後
別
叙
。
典
史
宋
宥
・
司
吏
劉
居
敬
、
罷
役
不
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叙
相
応
…
…
咨
請
依
上
施
行
。

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

大
徳
六
（
一
三
○
二
）
年
三
月
以
前
、
鄒
平
県
の
王
伴
児
・
喬
小
驢
ら
と
相
争
う
な
か
、
黄
喜
児
が
王
伴
児
を
蹴
り
殺
し
た
と
告

げ
ら
れ
た
一
件
。
こ
の
一
件
、
じ
つ
は
王
伴
児
が
木
か
ら
転
落
死
し
た
も
の
を
、
彼
の
遺
族
王
阿
劉
ら
が
黄
喜
児
の
犯
行
で
あ
る
と

虚
偽
の
告
言
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
検
屍
人
陳
全
は
王
伴
児
致
命
の
原
因
を
蹴
り
傷
に
よ
る
も
の
と
し
、
初
検
に
あ

た
っ
た
鄒
平
県
尹
張
亨
は
、
黄
喜
児
の
兄
黄
成
が
王
伴
児
の
死
は
木
か
ら
の
転
落
死
で
あ
る
と
告
げ
て
い
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

以
前
靴
を
は
い
た
足
で
王
伴
児
の
右
腮
か
ら
耳
に
か
け
、
そ
れ
に
内
股
の
急
所
を
蹴
り
つ
け
傷
を
負
わ
せ
た
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
傷

に
よ
り
王
伴
児
が
死
亡
し
た
と
す
る
供
述
を
黄
喜
児
か
ら
取
り
終
え
、
事
を
処
理
し
て
し
ま
う
。

検
屍
の
実
務
に
あ
た
る
陳
全
は
遺
族
の
告
言
に
沿
っ
て
致
命
の
原
因
を
見
立
て
、
親
し
く
検
屍
を
監
視
し
な
い
張
亨
は
、
そ
の
見

立
て
を
そ
の
ま
ま
認
め
て
検
屍
現
場
で
の
取
調
べ
を
進
め
る
。
い
か
に
も
杜
撰
な
検
屍
・
取
調
べ
で
あ
る
。

(

�)

お
そ
ら
く
遺
族
の
告
言

よ
り
黄
喜
児
の
犯
行
で
あ
る
と
決
め
込
ん
だ
張
亨
が
、
不
実
な
検
屍
結
果
に
つ
な
が
り
そ
う
な
言
葉
が
黄
喜
児
の
口
に
の
ぼ
る
ま
で
、

何
度
も
繰
り
返
し
尋
問
す
る
姿
が
目
に
浮
か
ぶ
。「
靴
を
は
い
た
足
で
王
伴
児
を
蹴
り
つ
け
傷
を
負
わ
せ
」
と
い
う
言
葉
が
黄
喜
児

の
口
に
の
ぼ
っ
た
と
き
、
あ
あ
そ
れ
だ
と
ば
か
り
に
、
そ
の
以
前
の
蹴
り
傷
を
致
命
の
原
因
と
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

(

�)

校
定
本
第
二
冊
五
二
六
頁
以
下
。
点
校
本
第
三
冊
一
八
○
八
頁
以
下
。

(

�)

磁
州
成
安
県
・
肥
郷
県
は
と
も
に
広
平
路
に
属
す
る
（『

元
史
』
地
理
志
一
・
巻
五
八
・
志
一
○)

。
馬
廷
傑
ら
の
初
検
に
対
し
て
も

復
検
が
行
わ
れ
た
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
は

[

官
典
の
刑
名
違
錯]

に
見
え
る
博
羅
県
（
恵
州
路
に
属
す
る
）
と
は
ま
た
別
の
官
司
だ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
馬
廷
傑
ら
の
番
禺
県
が
属
す
る
広
州
路
に
は
、
他
に
録
事
司
と
、
南
海
・
東�

・
増
城
・
香
山
・
新
会
・
清
遠
の
六
県
が
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あ
っ
た
（『

元
史
』
地
理
志
五
・
巻
六
二
・
志
一
四)

。

(
�)

校
定
本
第
二
冊
五
五
○
頁
以
下
。
点
校
本
第
三
冊
一
八
二
九
頁
以
下
。

(
�)
具
体
的
な
案
件
で
は
な
い
が
、
第
二
節
の
「
刑
部
呈
」
冒
頭
、
本
稿
省
略
箇
所
に
あ
る
帰
徳
府
の
申
文
も
ま
た
杜
撰
な
検
屍
・
取
調

べ
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
。
そ
の
申
文
中
に
は
、
事
件
と
し
て
処
理
す
る
こ
と
の
煩
わ
し
さ
を
厭
っ
た
の
か
、
こ
こ
で
の
張
亨
ら

の
検
屍
と
は
異
な
り
、
殺
人
事
件
を
自
死
と
見
立
て
、
そ
の
検
屍
結
果
に
都
合
よ
い
供
述
が
得
ら
れ
る
ま
で
、
取
調
べ
（
被
害
者
遺
族
な

ど
に
対
す
る
尋
問
）
を
繰
り
返
し
て
供
述
を
換
え
さ
せ
、
告
言
に
つ
い
て
も
、
州
県
の
司
吏
が
通
じ
て
言
葉
を
で
っ
ち
あ
げ
て
、
告
げ
ら

れ
た
内
容
を
覆
い
隠
し
、
巧
妙
に
似
て
も
似
つ
か
ぬ
内
容
の
書
状
と
し
て
し
ま
う
弊
害
が
記
さ
れ
て
い
る
。
帰
徳
府
申
文
に
見
え
る
「
必

須
追
究
往
来
、
補
答
扣
換
」
ま
た
「
州
県
司
吏
通
行
捏
合
、
虚
套
元
告
詞
因
、
啜
賺
元
告
絶
詞
文
状
」
の
二
句
、
や
や
難
解
で
あ
る
。
し

ば
ら
く
、
こ
こ
に
記
し
た
よ
う
に
解
し
て
お
き
た
い
。

四

正
犯
人
と
干
犯
人

本
論
に
戻
る
。
梁
伶
奴
が
蔡
敬
祖
殺
害
の
事
実
を
認
め
て
、
自
ら
手
に
か
け
て
蔡
敬
祖
を
殺
害
し
た
正
犯
人
と
し
て
検
屍
帳
に
署

名
し
よ
う
と
し
な
い
た
め
に
、
馬
廷
傑
は
自
ら
の
一
存
で
検
屍
帳
上
に
印
刷
さ
れ
た
「
正
犯
人
」
の
箇
所
に
「
被
告
人
」
の
三
字
を

書
き
添
え
、
梁
伶
奴
と
戴
寿
安
と
を
し
て
そ
こ
に
連
署
を
さ
せ
る
。
馬
廷
傑
は
な
ぜ
こ
の
様
式
違
反
と
い
う
、
事
が
容
易
に
発
覚
し

そ
う
な
挙
に
で
た
の
だ
ろ
う
か
。
第
二
節
の[

屍
帳
式
様]

に
は
、
検
屍
帳
上
「
検
屍
人
等
」
に
署
名
さ
せ
る
項
目
と
し
て
「
正
犯
人
」

の
他
に
「
干
犯
人
」｢

干
証
人
」｢

地
隣
人
」｢

主
首
」｢

坊
・
里
正
」
な
ど
が
印
刷
さ
れ
て
い
る
。

(

�)

「
干
証
人
」
以
下
は
そ
ぐ
わ
な
い

と
し
て
も
、
干
犯
人
と
し
て
梁
伶
奴
と
戴
寿
安
と
に
署
名
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
を
考
え
る
た
め

に
、
こ
こ
で
「
干
犯
人
」
が
見
え
る
二
つ
の
案
件
を
紹
介
し
よ
う
。
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ま
ず
は[

違
法
に
収
監
さ
れ
生
を
軽
ん
じ
自
縊
す
る：

枉
禁
軽
生
自
縊]

（『

元
典
章
』
五
四
・
刑
部
巻
之
一
六
）
を
み
て
み
る
。

(

�)

刑
事
的
な
処
置
の
遅
延
か
ら
未
決
囚
が
監
獄
内
で
自
縊
す
る
事
案
で
あ
り
、
こ
こ
に
は
「
正
犯
人
」
と
「
干
犯
人
」
と
が
同
時
に
見

え
る
。

大
徳
十
一
（
一
三
○
七
）
年
六
月
、
江
西
行
省
が
准う

け
た
る
中
書
省
の
咨
。
審
録
に
つ
き
特
に
任
じ
ら
れ
た
委
官
前
刑
部
主

事
李
居
禁
の
呈
。
中
書
省
の
箚
付
を
奉
じ
て
江
西
行
省
へ
赴
き
、
中
書
省
の
任
じ
た
瑞
州
路
同
知
鄭
朝
列
と
一
同

と
も

に
収
監
中
の

罪
囚
を
審
録
（
罪
の
有
無
を
確
認
）
い
た
し
ま
し
た
。
そ
の
う
ち
吉
州
路
録
事
司
の
一
件
、
獄
官
肖
徳
と
陳
万
が
鍾
三
を
収
監

し
自
縊
さ
せ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
参
照
し
た
る
文
書
中
、
取
り
訖
え
た
る
録
事
司
達
魯
花
赤
小
雲
失
海
牙
の
供
述
調
書
に
見
え

る
罪
を
認
め
る
供
述
。
大
徳
九
（
一
三
○
五
）
年
十
一
月
十
四
日
、「
劉
季
三
と
姓
名
不
詳
の
塩
客
一
人
が
夫
を
尋
ね
き
て
外

に
呼
び
出
し
打
ち
殺
し
ま
し
た
」
と
い
う
李
阿
劉
の
訴
状
を
拠う

け
ま
し
た
。
そ
し
て
こ
の
件
に
つ
き
同
司
録
事
及
び
判
官
と
一

同
に
取
調
べ
を
お
え
ま
し
た
が
、
こ
の
取
調
べ
の
な
か
で
正
犯
人
劉
季
三
は
す
で
に
「
李
重
二
を
蹴
り
殺
し
ま
し
た
」
と
い
う

罪
を
認
め
る
供
述
を
、
干
犯
人
鍾
三
は
「
口
曲
が
り
の
乞
食
の
子
、
人
か
ら
金
を
借
り
て
返
し
も
し
な
い
と
、
か
つ
て
李
重
二

を
罵
っ
た
こ
と
が
あ
り
、
今
次
劉
季
三
の
暴
行
か
ら
李
重
二
を
救
お
う
と
は
し
ま
し
た
が
従
わ
れ
ず
、
劉
季
三
が
李
重
二
を
蹴

り
殺
す
と
い
う
結
果
に
な
り
ま
し
た
」
と
い
う
劉
季
三
の
罪
に
つ
い
て
の
供
述
を
い
た
し
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
件
に
つ

き
上
申
し
て
、
鍾
三
は
事
に
深
く
関
わ
る
ま
さ
に
取
り
調
べ
る
べ
き
人
物
な
の
で
、
再
び
各
人
を
取
り
調
べ
て
、
罪
を
認
め
て

供
述
す
る
と
こ
ろ
に
異
な
り
が
な
い
な
ら
ば
、
た
だ
ち
に
罪
の
軽
重
を
分
間
（
区
別
）
し
て
、
例

き
ま
り

に
依
り
発
落
（
処
置
）
せ
よ

と
の
吉
州
路
の
指
揮
駁
問
を
奉
じ
ま
し
た
が
、
不
合

ふ
と
ど
き

に
も
、「
夫
は
鍾
三
に
蹴
り
殺
さ
れ
ま
し
た
」
と
被
害
者
の
妻
李
阿
劉
が
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何
度
も
訴
え
て
く
る
の
に
、
そ
の
こ
と
を
認
め
よ
う
と
し
な
い
鍾
三
を
六
十
余
日
も
の
間
鎖
を
つ
け
て
収
監
し
、
そ
の
結
果
、

生
を
軽
ん
じ
た
鍾
三
が
監
獄
内
で
自
縊
し
て
し
ま
う
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
罪
を
認
め
て
供
述
い
た
し
ま
す
と
こ
ろ
、
是
れ
実

ま
こ
と

で
ご
ざ
い
ま
す
（
以
上
、
小
雲
失
海
牙
の
供
述)

。
録
事
紀
録
・
判
録
蒋
祥
・
典
史
劉
顕
・
司
吏
曾
文
信
ら
・
吉
州
路
の
吏
劉

宣
の
罪
を
認
め
て
供
述
す
る
と
こ
ろ
も
、
こ
の
小
雲
失
海
牙
の
供
述
と
異
な
り
ま
せ
ん
。
若
便

た
や
す

く
処
置
す
れ
ば
、
監
獄
内
で
の

縊
死
と
い
う
人
命
事
理
に
係
り
ま
す
（
以
上
、
李
居
禁
の
呈)

。
こ
の
李
居
禁
の
呈
を
う
け
、
都
省
が
案
件
を
刑
部
に
送
り
、

刑
部
が
議
し
得
て
都
省
に
上
呈
す
る
。
録
事
司
達
魯
花
赤
小
雲
失
海
牙
・
録
事
紀
録
・
録
判
蒋
祥
・
典
史
劉
顕
等
が
供
述
す
る

と
こ
ろ
は
、
鍾
三
か
ら
「
劉
季
三
が
李
重
二
を
蹴
り
殺
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
極
力
李
重
二
を
救
お
う
と
し
た
わ
け
で
は
な
い
」

と
い
う
罪
を
認
め
る
供
述
を
取
り
訖
え
た
と
い
っ
て
も
、
罪
の
軽
重
を
分
間
し
て
発
落
せ
ず
、
八
十
余
日
も
の
間
鍾
三
を
違
法

に
収
監
し
、
そ
の
結
果
、
鍾
三
が
監
獄
内
で
自
縊
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
各
官
罪
は
革
撥
（
刑
罰
の
免
除
）

を
経
て
お
り
ま
す
の
で
、
例
に
比て

ら

し
て
、
倶と

も

に
現
任
を
解
き
、
別
に
求
仕
さ
せ
る
ほ
か
、
司
吏
劉
宣
ら
に
つ
い
て
は
、
各
の
現

役
を
罷
め
、
こ
の
こ
と
に
つ
き
通
行

あ
ま
ね

く
過
名
を
解
由
（
履
歴
）
内
に
標
附
す
る
の
が
相
応
で
あ
り
ま
し
ょ
う
（
以
上
、
刑
部
の

呈)

。
こ
の
刑
部
の
呈
を
う
け
、
都
省
は
江
西
行
省
に
咨
し
て
請
う
、
上
の
依

と
お
り

に
施
行
せ
ら
れ
ん
こ
と
を：

大
徳
十
一
年
六
月
、

江
西
行
省
准
中
書
省
咨
。
所
委
官
前
刑
部
主
事
李
居
禁
呈
。
依
奉
省
箚
、
前
去
江
西
行
省
、
与
省
委
瑞
州
路
同
知
鄭
朝
列
、
一

同
審
録
見
禁
罪
囚
。
罪
囚
起
内
、
吉
州
路
録
事
司
一
起
、
牢
子
肖
徳
・
陳
万
監
禁
鍾
三
、
自
縊
身
死
、
参
照
過
行
巻
、
取
訖
録

事
司
達
魯
花
赤
小
雲
失
海
牙
状
招
。
大
徳
九
年
十
一
月
十
四
日
、
拠
李
阿
劉
告
状
。
劉
季
三
同
不
得
姓
名
塩
客
一
人
、
将
夫
尋

喚
出
外
打
死
。
与
本
司
録
事
及
判
官
一
同
帰
問
、
正
犯
人
劉
季
三
巳
招
。
将
李
重
二�

死
。
干
犯
人
鍾
三
招
指
。
曾
将
李
重
二

罵
作
歪
觜
乞
人
子
、
少
人
銭
不
還
語
句
、
及
向
前
救
勧
不
従
、
致
係
劉
季
三
将
李
重
二�

死
。
申
奉
到
吉
州
路
指
揮
駁
問
、
鍾
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三
即
係
緊
関
合
問
人
数
、
再
行
引
審
各
人
、
所
招
無
異
、
即
合
分
間
軽
重
、
依
例
発
落
、
却
不
合
為
苦
主
李
阿
劉
節
次
告
称
、

夫
係
是
鍾
三�

死
、
不
肯
准
伏
、
因
此
、
将
鍾
三
鎖
禁
六
十
余
日
、
以
致
在
禁
軽
生
自
縊
身
死
。
招
伏
是
実
。
録
事
紀
録
・
判

録
蒋
祥
・
典
史
劉
顕
・
司
吏
曾
文
信
等
・
吉
州
路
吏
劉
宣
、
所
招
無
異
。
若
便
予
決
、
縁
係
在
禁
縊
死
人
命
事
理
。
送
刑
部
、

議
得
。
録
事
司
達
魯
花
赤
小
雲
失
海
牙
・
録
事
紀
録
・
録
判
蒋
祥
・
典
史
劉
顕
等
所
招
、
雖
是
取
訖
鍾
三
因
劉
季
三�

死
李
重

二
、
不
行
極
力
救
勧
招
伏
、
却
不
分
間
軽
重
発
落
、
枉
禁
八
十
余
日
、
以
致
在
禁
自
縊
身
死
。
各
官
罪
経
革
撥
、
比
例
、
倶
解

見
任
、
別
行
求
仕
外
、
拠
司
吏
劉
宣
等
、
各
罷
見
役
、
通
行
標
附
過
名
相
応
。
都
省
咨
請
、
依
上
施
行
。

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

大
徳
九
（
一
三
○
五
）
年
十
一
月
十
四
日
、
劉
季
三
と
鍾
三
と
が
李
重
二
を
訪
ね
き
て
、
そ
の
う
ち
劉
季
三
が
李
重
二
を
蹴
り
殺

す
。
こ
の
李
重
二
殺
害
に
つ
き
劉
季
三
と
鍾
三
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
正
犯
人
・
干
犯
人
と
し
て
供
述
す
る
。
曰
く
「
李
重
二
を
蹴
り
殺

し
ま
し
た
」(

正
犯
人
劉
季
三)

、
曰
く
「
口
曲
が
り
の
乞
食
の
子
、
人
か
ら
金
を
借
り
て
返
し
も
し
な
い
と
、
か
つ
て
李
重
二
を
罵
っ

た
こ
と
が
あ
り
、
今
次
劉
季
三
の
暴
行
か
ら
李
重
二
を
救
お
う
と
は
し
ま
し
た
が
従
わ
れ
ず
、
劉
季
三
が
李
重
二
を
蹴
り
殺
す
と
い

う
結
果
に
な
り
ま
し
た
」(

干
犯
人
鍾
三
）
と
。
こ
の
一
件
、
事
の
次
第
は
明
ら
か
で
あ
り
、
罪
の
軽
重
を
区
別
し
て
先
例
ど
お
り

に
処
置
せ
よ
と
の
指
示
を
吉
州
路
よ
り
受
け
る
が
、「
夫
は
鍾
三
に
蹴
り
殺
さ
れ
ま
し
た
」
と
い
う
、
李
重
二
の
妻
李
阿
劉
の
執
拗

な
言
い
か
け
か
ら
鍾
三
に
対
す
る
（
干
犯
人
と
し
て
の
軽
微
な
）
処
置
が
遅
延
し
、
そ
の
た
め
に
、
生
を
軽
ん
じ
た
鍾
三
が
獄
内
で

自
縊
し
て
し
ま
う
。

自
ら
手
を
く
だ
し
殺
害
を
実
行
し
た
者
は
正
犯
人
と
し
て
の
署
名
を
求
め
ら
れ
、
そ
れ
に
加
担
し
た
幇
助
者
や
そ
れ
を
決
意
さ
せ

た
教
唆
者
は
干
犯
人
と
し
て
の
署
名
を
求
め
ら
れ
た
だ
ろ
う
。
た
だ
、
こ
う
し
た
幇
助
者
や
教
唆
者
よ
り
広
く
、
犯
罪
に
何
ら
か
の
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関
わ
り
が
あ
り
、
そ
の
関
わ
り
が
ゆ
え
に
罪
に
問
わ
れ
る
者
も
や
は
り
干
犯
人
と
し
て
の
署
名
を
求
め
ら
れ
た
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ

る
。鍾

三
は
劉
季
三
と
連
れ
立
っ
て
李
重
二
の
家
を
訪
れ
、
そ
の
お
り
に
劉
季
三
が
李
重
二
を
蹴
り
殺
す
。
鍾
三
は
殺
害
現
場
に
居
合

わ
せ
た
と
は
い
え
、
劉
季
三
の
犯
行
に
加
担
す
る
こ
と
は
な
い
。
犯
行
に
加
担
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
犯
行
を
制
止
し
て
い
る
。

「
今
次
劉
季
三
の
暴
行
か
ら
李
重
二
を
救
お
う
と
は
し
ま
し
た
が
従
わ
れ
ず
、
劉
季
三
が
李
重
二
を
蹴
り
殺
す
と
い
う
結
果
に
な
り

ま
し
た
」｢

劉
季
三
が
李
重
二
を
蹴
り
殺
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
極
力
李
重
二
を
救
お
う
と
し
た
わ
け
で
は
な
い
」
と
い
う
鍾
三
の

供
述
内
容
は
、
と
も
に
そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
す
る
と
、
鍾
三
と
劉
季
三
の
犯
行
と
の
関
わ
り
は
、
劉
季
三
と

連
れ
立
っ
て
李
重
二
の
家
を
訪
れ
た
こ
と
に
尽
き
る
。
あ
る
い
は
多
分
に
不
穏
当
で
あ
ろ
う
こ
の
訪
い
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
劉
季
三
の

犯
行
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
鍾
三
は
劉
季
三
の
犯
行
に
関
わ
り
あ
る
干
犯
人
と
し
て
、
正
犯
人
劉
季
三
と
は
「
罪
の
軽
重
を
分
間

し
」
た
応
分
の
罪
に
問
わ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

も
う
一
案

[

息
子
が
母
の
姦
夫
を
打
ち
殺
す：
男
打
死
母
奸
夫]

（『

元
典
章
』
四
二
・
刑
部
巻
之
四
）
を
み
て
み
る
。

(

�)

父
を
欺
き

母
を
寝
取
っ
た
姦
夫
を
息
子
が
打
ち
殺
し
た
事
案
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
「
干
犯
人
」
が
見
え
る
。

至
元
八
（
一
二
七
七
）
年
正
月
、
尚
書
省
が
拠う

け
た
る
刑
部
の
呈
。
真
定
路
が
取
調
べ
を
お
え
た
郭
驢
児
の
罪
を
認
め
る
供

述
。
目
の
不
自
由
な
父
郭
喜
を
王
聚
が
欺
き
、
母
阿
趙
と
通
姦
を
繰
り
返
し
、
父
を
家
か
ら
追
い
払
っ
て
し
ま
い
、
父
は
物
乞

い
に
身
を
や
つ
し
て
お
り
ま
す
。
こ
の
た
め
、「
讐あ

だ

に
報
い
て
お
く
れ
よ
」
と
い
う
父
の
言
葉
を
耳
に
し
た
こ
と
が
あ
り
、
そ

こ
で
王
聚
に
対
す
る
恨
み
を
い
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
後
家
を
訪
ね
、
王
聚
と
母
阿
趙
と
が
一
緒
に
食
事
を
と
る
と
こ
ろ
を
目
に
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し
、
私
は
王
聚
の
肩
を
一
度
打
ち
つ
け
ま
し
た
。
王
聚
は
立
ち
上
が
り
、
担
ぎ
棒
を
手
に
反
撃
し
、
こ
れ
に
対
し
て
私
が
棍
棒

で
王
聚
を
打
ち
つ
け
死
亡
さ
せ
て
し
ま
っ
た
罪
で
ご
ざ
い
ま
す
（
以
上
、
郭
驢
児
の
供
述)

。
こ
の
郭
驢
児
の
供
述
を
う
け
、

刑
部
が
議
し
得
た
り
。
郭
驢
児
を
杖
七
十
七
下
と
し
、
姦
婦
郭
阿
趙
は
杖
八
十
七
下
、
膚
脱
ぎ
で
の
受
刑
と
す
る
。
干
犯
人
郭

喜
は
罪
を
免
ず
る
。
な
お
調
査
し
て
、
王
聚
よ
り
貰
い
受
け
た
二
十
両
相
当
の
縁
切
り
料
が
現
に
存
在
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
を

焼
埋
銀
と
し
て
王
聚
の
家
族
に
付
し
、
も
し
存
在
し
な
い
な
ら
ば
、
焼
埋
銀
の
徴
収
は
免
ず
る
。
照
詳
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
乞
う

（
以
上
、
刑
部
の
呈)
。
こ
の
刑
部
の
呈
を
う
け
、
都
省
が
参
詳
す
る
。
郭
驢
児
を
五
十
七
下
に
決
し
、
そ
の
余
は
刑
部
の
擬

（
判
断
）
を
准み

と

め
る
。
施
行
せ
ら
れ
よ：

至
元
八
年
正
月
、
尚
書
省
拠
刑
部
呈
。
真
定
路
帰
問
得
郭
驢
児
。
因
為
王
聚
欺
父
郭

喜
眼
昏
、
与
母
阿
趙
通
奸
不
絶
、
遣�

父
郭
喜
出
外
乞
化
、
曽
得
父
為
我
報
讐
語
句
、
以
此
懐
恨
。
在
後
因
去
探
家
、
又
見
王

聚
与
母
阿
趙
一
処
喫
飯
、
是
驢
児
将
王
聚
肩
上
打
訖
一
下
。
本
人
起
来
、
拿
摸
担
子
還
撃
、
驢
児
用
棍
棒
行
打
致
死
罪
犯
。
本

部
議
得
、
擬
将
郭
驢
児
杖
七
十
七
下
、
奸
婦
郭
阿
趙
杖
八
十
七
下
、
去
衣
受
刑
。
干
犯
人
郭
喜
免
罪
。
仍
勘
当
元
要
王
聚
銭
物

折
鈔
二
十
両
、
如
有
見
在
、
追
付
王
聚
家
属
。
如
無
、
免
徴
。
乞
照
詳
。
都
省
参
詳
。
仰
将
郭
驢
児
決
五
十
七
下
。
余
准
部
擬
。

施
行
。

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

至
元
八
（
一
二
七
七
）
年
正
月
以
前
、
真
定
路
。
目
の
不
自
由
な
父
郭
喜
を
欺
い
て
、
そ
の
妻
阿
趙
と
の
通
姦
を
繰
り
返
し
、
つ

い
に
は
彼
を
家
か
ら
追
い
払
っ
て
し
ま
っ
た
王
聚
を
郭
驢
児
が
打
ち
殺
す
。「
讐
に
報
い
て
お
く
れ
よ
」
と
い
う
、
物
乞
い
に
身
を

や
つ
し
た
郭
喜
の
言
葉
よ
り
王
聚
に
対
す
る
恨
み
を
い
だ
き
、
家
を
訪
ね
た
お
り
に
、
王
聚
と
母
阿
趙
と
が
一
緒
に
食
事
を
と
る
と

こ
ろ
を
目
に
し
て
犯
行
に
及
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
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郭
驢
児
は
「
讐
に
報
い
て
お
く
れ
よ
」
と
い
う
郭
喜
の
言
葉
を
思
い
出
し
、
王
聚
と
阿
趙
と
が
暮
ら
す
家
へ
赴
い
た
の
だ
ろ
う
が
、

郭
喜
か
ら
王
聚
殺
害
を
哀
願
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
王
聚
と
阿
趙
と
が
一
緒
に
食
事
を
と
る
と
こ
ろ
を
目
に
し
、
息
子
と

し
て
の
感
情
を
抑
え
き
れ
ず
に
、
王
聚
の
肩
を
一
度
打
ち
つ
け
る
と
い
う
暴
挙
に
出
、
王
聚
の
反
撃
に
で
く
わ
し
た
こ
と
か
ら
、
そ

れ
が
昂
じ
て
王
聚
殺
害
に
至
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
す
る
と
、
郭
喜
と
郭
驢
児
の
犯
行
と
の
関
わ
り
は
、
漠
た
る
も
の

と
し
て
「
讐
に
報
い
て
お
く
れ
よ
」
と
語
り
、
郭
驢
児
を
王
聚
と
阿
趙
の
も
と
へ
と
赴
か
し
め
た
と
い
う
こ
と
に
尽
き
る
。
郭
喜
は

干
犯
人
と
さ
れ
、
そ
の
罪
を
免
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
免
罪
理
由
は
不
明
で
あ
る
が
、
犯
行
と
の
関
わ
り
が
深
く
は
な
く
、
科
さ
れ
る
べ

き
刑
罰
が
軽
微
だ
っ
た
こ
と
に
も
よ
る
だ
ろ
う
。

(

�)

(

�)

こ
の
う
ち
干
証
人
と
主
首
に
つ
い
て
特
に
説
明
を
く
わ
え
る
。『
元
典
章
』
刑
部
中
に
「
干
証
人
」
が
見
え
る
こ
と
は
案
外
少
な
い
。

そ
の
一
例

[

碾
に
ひ
か
れ
死
亡
し
た
屍
を
移
す：

碾
死
人
移
屍]

（『

元
典
章
』
四
二
・
刑
部
巻
之
四
。
至
元
三
（
一
二
六
二
）
年
八
月
。

碾
槽

う
す
お
け

内
で
崔
中
山
が
碾

ひ
き
う
すに

ひ
か
れ
て
死
亡
し
て
い
る
の
を
発
見
し
た
碾
の
見
張
り
人
閻
喜
僧
が
崔
中
山
の
死
亡
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て

い
る
の
か
が
問
わ
れ
る
。
校
定
本
第
一
冊
一
六
五
頁
。
附
録
「
元
典
章
の
文
体
」(

元
典
章
に
見
え
た
漢
文
吏
牘
の
文
体
）
三
頁
以
下
に

吉
川
幸
次
郎
氏
訓
読
訳
あ
り
。
点
校
本
第
三
冊
一
四
七
七
頁
以
下
）
で
は
、
崔
中
山
の
遊
び
友
達
の
少
年
殷
定
僧
ら
三
人
が
干
証
人
と
し

て
「
崔
中
山
は
碾
内
で
米
を
も
て
あ
そ
び
、
俺わ

れ

ら
三
人
は
碾
外
で
遊
ん
で
お
り
ま
し
た
。
碾
の
見
張
り
人
は
お
り
ま
せ
ん
で
し
た：

崔
中

山
於
碾
内
弄
米
来
、
俺
三
個
碾
外
要
来
。�

碾
的
人
無
来
」
と
証
言
す
る
。
崔
中
山
の
死
亡
状
況
に
つ
い
て
の
目
撃
証
言
で
あ
る
。

徴
税
・
勧
農
な
ど
の
た
め
郷
村
に
里
正
が
置
か
れ
る
が
、
そ
の
里
正
を
輔
佐
す
る
職
役
が
主
首
で
あ
る
。『
元
典
章
』
刑
部
中
に
「
主

首
」
が
見
え
る
こ
と
も
ま
た
案
外
少
な
い
。[

木
槌
で
人
を
打
ち
殺
す
は
故
殺
に
あ
た
る：

木
槌
打
死
人
係
故
殺]

（『

元
典
章
』
四
二
・

刑
部
巻
之
四
。
皇
慶
元
（
一
三
一
二
）
年
八
月
、
袁
州
路
宜
春
県
。
と
も
に
飲
酒
し
て
酔
っ
た
潘
壬
一
が
劉
仁
可
を
木
槌
で
打
ち
殺
す
。

李
季
二
が
密
売
す
る
牛
肉
を
押
収
し
官
に
届
け
出
よ
う
と
劉
仁
可
が
言
い
だ
し
た
こ
と
が
争
い
の
原
因
で
あ
る
。
校
定
本
第
一
冊
一
一
九

頁
以
下
。
点
校
本
第
三
冊
一
四
三
七
頁
以
下
）
に
は
、
鍾
奇
叔
が
起
こ
し
た
嫁
入
り
ど
き
の
持
参
田
の
訴
訟
に
つ
き
主
首
劉
仁
可
が
潘
壬

法と政治 70 巻 1 号 (2019 年 5 月)

論

説

551

一
四
八



一
の
召
喚
に
あ
た
る
例
が
見
え
る
。

(
�)

校
定
本
第
二
冊
五
三
三
頁
以
下
。
点
校
本
第
三
冊
一
八
一
四
頁
以
下
。

(
�)
校
定
本
第
一
冊
一
五
五
頁
。
点
校
本
第
三
冊
一
四
六
八
頁
以
下
。

(

�)
例
え
ば
、[

通
姦
が
原
因
と
な
り
殺
害
す
る
も
、
た
ま
た
ま
死
を
免
れ
生
き
返
る：

因
姦
殺
人
偶
獲
生
免]

（『

元
典
章
』
四
二
・
刑

部
巻
之
四
。
至
元
三
＝
一
二
六
六
年
十
一
月
、
東
平
路
。
閔
興
児
が
通
姦
相
手
の
梁
当
児
を
打
ち
殺
そ
う
と
す
る
も
、
彼
女
は
死
を
免
れ

生
き
返
る
。
こ
の
と
き
、
閔
興
児
に
よ
る
暴
行
で
両
足
不
具
に
な
っ
た
梁
当
児
は
、
篤
疾
者
と
し
て
、
本
来
受
け
る
べ
き
通
姦
の
罪
を
免

ぜ
ら
れ
る
。
校
定
本
第
一
冊
一
五
二
頁
以
下
。
点
校
本
第
三
冊
一
四
六
六
頁
）
を
み
る
と
、
罪
人
の
年
齢
的
・
身
体
的
状
況
に
よ
り
、
盗

罪
・
傷
害
罪
に
つ
い
て
は
贖
刑
が
許
さ
れ
、
雑
犯
に
つ
い
て
は
免
罪
さ
れ
る
な
ど
の
場
合
が
元
代
に
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
唐
名
例

律
「
老
少
廃
疾
」
条
＝
名
例
三
○
、
明
名
例
律
「
老
少
廃
疾
収
贖
」
条
と
同
旨)

。
郭
喜
の
免
罪
は
、
こ
の
贖
免
制
度
と
関
係
す
る
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
、
郭
喜
の
年
齢
的
・
身
体
的
状
況
が
不
詳
な
た
め
確
た
る
こ
と
は
い
え
な
い
。

五

検
屍
現
場
で
の
せ
め
ぎ
合
い

干
犯
人
と
犯
行
と
の
関
わ
り
が
前
節
に
述
べ
た
と
お
り
と
す
れ
ば
、
干
犯
人
に
科
さ
れ
る
刑
罰
は
、
正
犯
人
に
科
さ
れ
る
そ
れ
に

比
し
、
か
な
り
軽
微
な
も
の
と
な
り
得
る
だ
ろ
う
。
し
て
み
れ
ば
、
蔡
敬
祖
殺
害
の
現
場
に
は
居
合
わ
せ
た
だ
け
の
者
と
し
て
、

「
干
犯
人
」
の
項
目
下
、
梁
伶
奴
と
戴
寿
安
と
に
署
名
す
る
よ
う
求
め
て
も
、
彼
ら
に
さ
し
た
る
異
存
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(

�)

と
こ
ろ
が
、
馬
廷
傑
は
そ
う
は
し
な
い
。
そ
こ
に
は
、
検
屍
帳
の
署
名
を
め
ぐ
る
加
害
者
と
検
屍
官
と
の
間
の
せ
め
ぎ
合
い
だ
け
で

は
な
く
、
被
害
者
の
遺
族
と
検
屍
官
と
の
間
の
も
う
一
つ
の
せ
め
ぎ
合
い
が
う
か
が
え
る
。
以
下
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。

元
代
の
刑
事
手
続
き
に
お
い
て
、
被
害
者
遺
族
ら
の
告
言
や
証
言
な
ど
が
忽
せ
に
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

(

�)

殺
人
の
場
合
に
限
っ

法と政治 70 巻 1 号 (2019 年 5 月)

元
代
検
屍
制
度
を
め
ぐ
る
一
裁
判
案
件
に
つ
い
て

550

一
四
九



た
こ
と
で
は
な
い
。
例
え
ば
、[

違
法
な
拷
問
を
加
え
、
釈
免
以
前
に
い
ま
だ
罪
を
認
め
る
供
述
を
取
り
お
え
て
い
な
い
場
合：

枉

勘
革
前
未
取
到
招
伏]

（『

元
典
章
』
五
四
・
刑
部
巻
之
一
六
）
を
み
て
み
る
。

(

�)

強
盗
被
害
者
の
妻
の
証
言
を
そ
の
ま
ま
認
め
て
違
法

な
取
調
べ
が
行
わ
れ
た
事
案
で
あ
る
。

延
祐
二
（
一
三
一
五
）
年
三
月
、
江
西
省
が
拠う

け
た
る
広
東
道
の
呈
。
広
東
道
が
准う

け
た
る
広
東
廉
訪
司
の
牒
。
先
ご
ろ
広

州
路
番
禺
県
郭
一
哥
が
強
盗
に
あ
い
、
そ
の
取
調
べ
に
あ
た
っ
た
同
県
の
簿
尉
史
彰
信
が
無
辜
の
民
馮
法
大
ら
に
違
法
な
拷
問

を
加
え
、
あ
り
も
し
な
い
罪
を
認
め
る
供
述
を
さ
せ
、
後
に
行
わ
れ
た
博
羅
県
で
の
取
調
べ
中
に
、
馮
法
大
ら
各
人
が
先
だ
っ

て
の
自
ら
の
供
述
を
翻
し
た
事
、
及
び
弓
手
朱
禄
孫
が
林
聖
護
を
打
ち
殺
し
た
等
の
事
に
つ
い
て
。
革
撥
（
刑
罰
の
免
除
）
以

前
に
取
り
お
え
た
罪
を
認
め
る
供
述
は
な
い
と
い
っ
て
も
、
弓
手
陳
英
ら
に
よ
る
自
ら
の
罪
を
認
め
、
簿
尉
史
彰
信
ら
の
罪
に

つ
い
て
語
る
供
述
は
明
白
で
あ
り
、
あ
わ
せ
て
同
県
の
文
書
も
参
照
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
以
上
、
広
東
廉
訪
司
の
牒)

。

こ
の
広
東
廉
訪
司
の
牒
を
う
け
、
広
東
道
が
上
申
し
奉
じ
た
る
行
御
史
台
（
江
南
行
台
。
以
下
も
同
じ
）
の
箚
付
。
行
御
史
台

が
御
史
台
に
咨
を
移お

く

り
、
そ
の
回
報
と
し
て
准
け
た
る
御
史
台
の
咨
。
御
史
台
が
上
呈
し
奉
じ
た
る
中
書
省
の
箚
付
。
都
省
が

案
件
を
送
り
、
刑
部
が
議
し
得
て
都
省
に
上
呈
す
る
。
番
禺
県
の
簿
尉
史
彰
信
・
典
史
陳
珪
・
司
吏
潘
頤
ら
は
、
郭
一
哥
が
衣

服
鈔
両
を
強
奪
さ
れ
た
こ
と
に
つ
き
同
県
が
詳
し
く
取
調
べ
を
行
わ
な
い
こ
と
か
ら
、
た
だ
被
害
者
郭
一
哥
の
新
婦
陳
二
姐
の

証
言
を
そ
の
ま
ま
認
め
て
、
無
辜
の
民
馮
法
大
ら
八
名
に
違
法
な
拷
問
を
加
え
、
あ
り
も
し
な
い
罪
を
認
め
る
供
述
を
さ
せ
て

盗
賊
と
な
し
、
贓
物
を
召
し
上
げ
て
官
に
到
ら
せ
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
件
に
つ
い
て
博
羅
県
が
取
調
べ
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、

馮
法
大
ら
盗
賊
と
さ
れ
た
者
た
ち
各
人
が
先
だ
っ
て
の
自
ら
の
供
述
を
翻
し
、
召
し
上
げ
て
官
に
到
ら
さ
れ
た
贓
物
も
倶と

も

に
多
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く
の
人
か
ら
借
り
た
り
、
買
っ
た
り
し
て
か
き
集
め
て
き
た
物
で
あ
る
こ
と
が
判
明
い
た
し
ま
し
た
。
簿
尉
史
彰
信
ら
に
つ
い

て
は
、
革
撥
以
前
に
取
り
お
え
た
罪
を
認
め
る
供
述
は
な
い
と
い
っ
て
も
、
同
県
の
も
と
も
と
の
証
拠
調
べ
で
そ
の
罪
は
明
白

で
あ
り
ま
す
。
此
を
も
っ
て
参
詳
す
る
。
簿
尉
史
彰
信
ら
の
犯
す
と
こ
ろ
に
つ
い
て
は
、
已
に
下
さ
れ
た
擬
（
判
断
）
を
准み

と

め

て
、
簿
尉
史
彰
信
は
現
任
を
解
き
、
別
に
求
仕
さ
せ
る
こ
と
と
し
、
典
史
陳
珪
・
司
吏
潘
頤
ら
は
役
務
を
罷
め
さ
せ
、
再
び
叙

用
し
な
い
こ
と
と
い
た
し
ま
す
。
そ
の
他
朱
禄
孫
に
つ
い
て
は
捕
盗
に
あ
た
る
官
兵
で
あ
り
、
差
し
向
け
ら
れ
て
林
聖
護
を
監

収
す
る
間
に
、
彼
が
墻か

き

を
越
え
て
脱
走
す
る
と
い
う
事
態
に
な
り
、
官
山
嶺
上
ま
で
追
い
か
け
て
ゆ
き
、
そ
こ
で
追
い
つ
き
、

逮
捕
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
抵
抗
に
あ
っ
た
た
め
に
、
棍
棒
で
林
聖
護
を
殴
傷
し
死
亡
さ
せ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
も
と
よ
り

公
務
に
よ
る
殺
害
で
あ
り
、
情
況
か
ら
し
て
故
殺
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
罪
は
釈
免
を
経
て
お
り
ま
す
の
で
、
焼
埋
銀
に
つ
い
て

も
、
徴
収
せ
よ
と
は
議
し
難
く
あ
り
ま
し
ょ
う
（
以
上
、
刑
部
の
呈)

。
こ
の
刑
部
の
呈
を
う
け
、
都
省
は
そ
の
擬
を
准
め
る
。

仰
せ
て
照
験
施
行
せ
し
む：

延
�
二
年
三
月
、
江
西
省
拠
広
東
道
呈
。
広
東
廉
訪
司
牒
。
先
為
広
州
路
番
禺
県
郭
一
哥
被
劫
、

本
県
簿
尉
史
彰
信
将
平
人
馮
法
大
等
枉
勘
虚
招
、
博
羅
県
追
問
、
各
賊
番
異
、
及
弓
手
朱
禄
孫
将
林
聖
護
打
死
等
事
。
革
前
雖

無
取
到
招
伏
、
却
縁
弓
手
陳
英
等
招
指
明
白
、
并
本
県
案
巻
可
照
。
申
奉
行
御
史
台
箚
付
。
移
准
御
史
台
咨
。
呈
奉
中
書
省
箚

付
。
送
刑
部
議
得
。
番
禺
県
簿
尉
史
彰
信
・
典
史
陳
珪
・
司
吏
潘
頤
等
、
因
郭
一
哥
被
劫
衣
服
鈔
両
、
本
県
不
行
詳
情
推
問
、

止
憑
事
主
郭
一
哥
新
婦
陳
二
姐
学
説
、
将
平
人
馮
法
大
等
八
名
枉
勘
、
虚
招
作
賊
、
追
贓
到
官
。
博
羅
県
帰
問
得
、
各
賊
番
異
、

已
追
到
官
贓
物
倶
於
諸
人
処
借
買
。
拠
簿
尉
史
彰
信
等
、
革
前
雖
無
取
到
招
伏
、
縁
本
県
元
立
案
験
明
白
。
以
此
参
詳
、
簿
尉

史
彰
信
等
所
犯
、
合
准
已
擬
、
簿
尉
史
彰
信
解
見
任
、
別
行
求
仕
、
典
史
陳
珪
・
司
吏
潘
頤
等
罷
役
不
叙
。
外
拠
朱
禄
孫
即
係

応
捕
官
兵
、
被
差
将
林
聖
護
監
収
、
為
本
賊
越
墻
在
逃
、�

至
官
山
嶺
上
、
因
林
聖
護
拒
捕
、
用
棍
将
本
人
殴
傷
身
死
。
事
本
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因
公
、
情
非
故
殺
。
罪
経
釈
免
、
拠
焼
埋
銀
両
、
難
議
追
理
。
都
省
准
擬
、
仰
照
験
施
行
。

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

延
�
二
（
一
三
一
五
）
年
、
盗
賊
事
件
の
取
調
べ
に
あ
た
り
、
番
禺
県
の
簿
尉
史
彰
信
ら
は
被
害
者
郭
一
哥
が
衣
服
鈔
両
を
強
奪

さ
れ
た
こ
と
に
つ
き
、
郭
一
哥
の
新
婦
陳
二
姐
の
証
言
を
そ
の
ま
ま
認
め
て
、
無
実
の
馮
法
大
ら
八
名
に
対
し
て
違
法
な
取
調
べ
を

行
い
、
虚
偽
の
供
述
を
さ
せ
て
盗
賊
に
仕
立
て
上
げ
る
。
こ
の
と
き
手
の
込
ん
だ
こ
と
に
も
、
贓
物
ま
で
召
し
上
げ
て
官
に
も
た
ら

し
て
い
る
。
そ
の
後
博
羅
県
で
行
わ
れ
た
取
調
べ
で
、
馮
法
大
ら
が
先
だ
っ
て
の
供
述
を
翻
し
た
こ
と
か
ら
、
史
彰
信
ら
の
違
法
な

取
調
べ
が
発
覚
し
、
官
に
も
た
ら
さ
れ
た
贓
物
も
す
べ
て
多
く
の
人
か
ら
借
り
た
り
、
買
っ
た
り
し
て
か
き
集
め
て
き
た
物
で
あ
る

こ
と
が
判
明
す
る
。

こ
こ
で
は
陳
二
姐
の
証
言
に
沿
っ
て
取
調
べ
が
行
わ
れ
、
偽
の
贓
物
を
調
達
ま
で
し
て
、
番
禺
県
か
ら
広
州
路
に
案
件
が
上
申
さ

れ
て
い
る
。
そ
し
て
広
東
廉
訪
司
の
指
示
に
よ
る
博
羅
県
の
取
調
べ
で
、
史
彰
信
ら
に
よ
る
違
法
な
取
調
べ
の
事
実
が
発
覚
す
る
が
、

そ
う
で
な
け
れ
ば
、
馮
法
大
ら
八
名
も
の
無
辜
の
民
が
危
う
く
冤
罪
に
陥
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
。

(

�)

あ
る
い
は
、
捕
盗
の
功
を
あ
げ
る
た

め
史
彰
信
ら
に
う
ま
く
利
用
さ
れ
た
観
も
あ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
彼
女
の
証
言
が
忽
せ
に
さ
れ
て
は
い
な
い
。

殺
人
の
場
合
に
つ
い
て
は
既
に
み
た
。
前
節
ま
で
に
紹
介
し
た
案
件
を
振
り
返
っ
て
み
よ
う
。
第
三
節
の[

官
吏
の
検
屍
違
錯]

で

は
、
加
害
者
と
さ
れ
る
黄
喜
児
の
兄
黄
成
が
告
げ
る
「
王
伴
児
は
木
の
枝
が
折
れ
て
転
落
死
し
た
の
で
す
」
と
い
う
言
葉
に
与
す
る

こ
と
な
く
、�

作
行
人
陳
全
は
被
害
者
と
さ
れ
る
王
伴
児
の
遺
族
王
阿
劉
ら
の
虚
偽
の
告
言
（
王
伴
児
が
黄
喜
児
に
殺
害
さ
れ
た
と

す
る
告
言
）
に
沿
っ
て
致
命
の
原
因
を
見
立
て
、
親
し
く
検
屍
を
監
視
し
な
い
鄒
平
県
尹
張
亨
は
、
そ
の
見
立
て
を
そ
の
ま
ま
認
め

て
検
屍
現
場
で
の
取
調
べ
を
進
め
る
。
ま
た
、
第
四
節
の[

違
法
に
収
監
さ
れ
生
を
軽
ん
じ
自
縊
す
る]

で
は
、
劉
季
三
が
李
重
二
を
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蹴
り
殺
し
た
と
い
う
事
の
次
第
が
明
ら
か
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
夫
は
鍾
三
に
蹴
り
殺
さ
れ
ま
し
た
」
と
い
う
李
重
二
の
妻

李
阿
劉
の
執
拗
な
言
い
か
け
か
ら
干
犯
人
鍾
三
に
対
す
る
処
置
が
遅
延
し
て
し
ま
い
、
そ
の
た
め
に
、
生
を
軽
ん
じ
た
鍾
三
が
獄
内

で
自
縊
す
る
。

告
言
や
証
言
と
同
じ
く
、
検
屍
現
場
で
検
屍
帳
「
屍
親
」
の
項
目
下
に
署
名
を
求
め
る
際
に
も
、
被
害
者
遺
族
の
意
向
が
忽
せ
に

さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
自
ら
の
告
言
内
容
や
証
言
内
容
な
ど
に
そ
ぐ
わ
な
い
記
事
あ
る
検
屍
帳
に
、
そ
の
ま
ま
署
名
を

す
る
謂
れ
は
な
い
。
異
議
を
唱
え
、
納
得
し
得
る
説
明
を
要
求
し
、
な
さ
れ
た
説
明
に
納
得
で
き
な
け
れ
ば
署
名
を
拒
む
こ
と
が
普

通
に
想
定
さ
れ
る
。
時
限
内
で
検
屍
帳
を
作
成
す
べ
き
検
屍
官
に
と
っ
て
、
こ
の
署
名
拒
否
に
よ
る
作
業
の
遅
延
は
是
非
と
も
避
け

た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
馬
廷
傑
ら
の
検
屍
は
、
も
し
梁
伶
奴
と
戴
寿
安
を
「
干
犯
人
」
の
項
目
下
に
署
名
さ
せ
れ
ば
、
ま
さ
に
こ
の

署
名
拒
否
に
よ
る
作
業
の
遅
延
が
生
じ
る
可
能
性
が
き
わ
め
て
大
で
あ
る
。「
梁
伶
奴
ら
が
土
地
を
争
い
、
そ
の
こ
と
が
原
因
で
夫

蔡
敬
祖
を
打
ち
殺
し
て
し
ま
い
ま
し
た
」
と
い
う
告
言
か
ら
察
す
る
に
、
被
害
者
の
妻
蔡
阿
陳
は
梁
伶
奴
ら
こ
そ
を
、
そ
の
手
に
か

け
夫
を
殺
害
し
た
正
犯
人
と
考
え
て
お
り
、
そ
の
梁
伶
奴
が
「
正
犯
人
」
の
項
目
下
に
で
は
な
く
、「
干
犯
人
」
の
項
目
下
に
署
名

し
て
い
る
と
な
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
検
屍
帳
に
彼
女
が
異
議
を
唱
え
な
い
は
ず
は
な
い
。
そ
し
て
馬
廷
傑
に
は
、
そ
の
こ
と
に
つ
き

蔡
阿
陳
が
納
得
し
得
る
説
明
な
ど
で
き
る
は
ず
も
な
い
か
ら
、
お
そ
ら
く
署
名
拒
否
と
な
る
。
か
と
い
っ
て
、
小
賢
し
く
も
「
正
犯

人
」｢

干
犯
人
」
の
項
目
が
未
署
名
の
お
り
に
、
蔡
阿
陳
か
ら
「
屍
親
」
の
項
目
下
へ
の
署
名
を
得
る
こ
と
は
得
策
で
な
い
。
第
二

節
の[

刑
部
呈]

に
「(

検
屍
帳
は
三
幅
作
成
し
）
一
幅
は
苦
主
に
給
付
し
、
一
幅
は
の
り
づ
け
し
連
ね
て
一
件
文
書
の
一
部
と
し
、

一
幅
は
本
管
の
上
司
に
上
申
さ
せ
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
作
成
さ
れ
た
検
屍
帳
の
一
幅
は
「
苦
主｣

、
す
な
わ
ち
蔡
阿
陳
に
給
付
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
こ
の
給
付
を
受
け
た
時
点
で
蔡
阿
陳
は
や
は
り
異
議
を
唱
え
る
。
小
賢
し
い
こ
と
を
し
た
だ
け
、
そ
の
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異
議
の
声
は
大
き
な
も
の
に
な
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
彼
女
の
異
議
は
避
け
が
た
い
。

馬
廷
傑
が
検
屍
帳
の
様
式
を
こ
と
さ
ら
に
改
変
し
、「
被
告
人
梁
伶
奴
・
戴
寿
安
」
と
連
署
さ
せ
た
こ
と
に
は
、
蔡
阿
陳
と
の
間

に
生
じ
得
る
前
記
の
好
ま
し
く
な
い
せ
め
ぎ
合
い
に
陥
ら
な
い
よ
う
に
と
い
う
慮
り
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。「
被
告
人
梁
伶
奴
・

戴
寿
安
」
と
署
名
さ
せ
た
傍
ら
に
は
、「
正
犯
人
」
の
三
字
が
抹
消
さ
れ
な
い
ま
ま
に
あ
る
。
こ
れ
な
ら
、
梁
伶
奴
ら
を
正
犯
人
と

す
る
彼
女
の
告
言
内
容
か
ら
は
離
れ
て
お
ら
ず
、
取
調
べ
を
し
た
う
え
で
、
彼
が
重
罪
に
問
わ
れ
る
旨
を
蔡
阿
陳
に
説
明
し
得
る
と

い
え
よ
う
。
皮
肉
な
こ
と
に
も
、
検
屍
現
場
で
は
、
こ
の
検
屍
帳
の
様
式
改
変
で
な
ん
と
か
蔡
阿
陳
を
言
い
包
め
た
が
、
審
録
の
場

で
は
、
そ
の
様
式
改
変
が
廉
訪
司
の
目
に
と
ま
り
、
そ
こ
か
ら
方
式
違
反
の
検
屍
が
発
覚
す
る
。
馬
廷
傑
ら
に
と
っ
て
は
残
念
な
結

果
を
ま
ね
い
た
と
い
う
次
第
で
あ
る
。

(

�)

例
え
ば
、[

二
罪
が
倶
に
発
覚
す
れ
ば
、
そ
の
重
き
者
を
以
て
罪
を
論
ず
る：

諸
犯
二
罪
倶
発
以
重
者
論]

（『

元
典
章
』
四
六
・
刑

部
巻
之
八
。
至
大
二
＝
一
三
○
九
年
二
月
、
江
西
行
省
が
准
け
た
る
中
書
省
の
咨
。
校
定
本
第
一
冊
二
六
三
頁
以
下
。
点
校
本
第
三
冊
一

五
六
七
頁
以
下
）
を
み
る
と
、
複
数
の
罪
が
倶と

も

に
発
覚
し
た
場
合
、
そ
の
う
ち
最
も
刑
罰
の
重
い
罪
を
も
っ
て
論
罪
科
刑
す
る
原
則
が
元

代
に
も
と
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
唐
名
例
律
「
二
罪
従
重
」
条
＝
名
例
四
五
、
明
名
例
律
「
二
罪
倶
発
以
重
論
」
条
と
同
旨)

。
蔡
敬

祖
殺
害
の
現
場
に
居
合
わ
せ
た
干
犯
人
と
さ
れ
て
も
、
そ
の
刑
罰
が
軽
微
な
ら
ば
、
梁
伶
奴
と
戴
寿
安
に
は
既
に
認
め
た
魏
貴
一
傷
害
の

罪
が
あ
る
の
で
、
科
刑
は
専
ら
そ
れ
に
よ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

(

�)

第
三
節
の
注(

�)

に
記
し
た
よ
う
な
場
合
（
供
述
を
換
え
さ
せ
告
言
内
容
を
覆
い
隠
す
）
は
、
も
ち
ろ
ん
是
認
さ
れ
た
も
の
で
は
な

い
。
あ
く
ま
で
「
弊
害
」
で
あ
る
。

(

�)

校
定
本
第
二
冊
五
三
四
頁
以
下
。
点
校
本
第
三
冊
一
八
一
六
頁
以
下
。

(

�)

文
書
の
行
移
に
つ
き
明
記
さ
れ
な
い
が
、
普
通
な
ら
、
番
禺
県
か
ら
広
州
路
へ
と
案
件
が
上
申
さ
れ
、
そ
れ
を
審
録
し
た
広
東
廉
訪

司
が
、
捕
盗
に
あ
た
っ
た
簿
尉
史
彰
信
ら
の
取
調
べ
に
疑
わ
し
い
点
（
広
州
路
番
禺
県
官
吏
の
違
法
）
が
あ
る
と
判
断
し
た
た
め
に
、
恵
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州
路
博
羅
県
で
の
再
度
の
取
調
べ
を
指
示
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
馬
廷
傑
ら
の
方
式
違
反
の
検
屍
案
件
と
同
じ
文
書
行
移
を
た
ど

る
。六

粛
政
廉
訪
司
と
刑
部
官

最
後
に[

屍
帳
に
は
先
に
正
犯
の
名
色
を
標
写
せ
ず：

屍
帳
不
先
標
写
正
犯
名
色]

を
紹
介
す
る
。

(

�)

第
二
節
に
紹
介
し
た[

検
屍
方

式]

（『

元
典
章
』
四
三
・
刑
部
巻
之
五
冒
頭
）
に
続
け
て
置
か
れ
、
延
�
二
（
一
三
一
五
）
年
の
検
屍
帳
様
式
改
正
の
こ
と
が
見
え

る
。

延
�
二
（
一
三
一
五
）
年
三
月
、
江
西
行
省
が
准う

け
た
る
中
書
省
の
咨
。
御
史
台
の
呈
。
御
史
台
が
准
け
た
る
江
南
行
台
の

咨
。
広
東
廉
訪
司
の
申
。
切
に
謂お

も

う
。
刑
名
の
重
さ
に
つ
い
て
い
え
ば
、
殺
人
よ
り
厳
な
る
も
の
は
な
く
、
そ
の
裁
き
は
必
ず

検
屍
よ
り
始
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
思
う
に
、
事
件
の
次
第
は
千
差
万
別
で
あ
り
、
共
謀
し
て
殴
打
を
加
え
、
一
体
誰
が
最

も
手
ひ
ど
く
殴
打
を
加
え
た
の
か
判
然
と
し
な
い
場
合
も
あ
れ
ば
、
共
謀
殺
人
に
お
い
て
、
一
体
誰
が
首
謀
者
な
の
か
を
決
し

難
い
場
合
も
あ
る
。
ま
た
、
甲
の
犯
行
で
あ
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
被
害
者
の
遺
族
ら
が
仇
敵
と
す
る
乙
の
犯
行
だ
と
言
い

立
て
る
場
合
も
あ
り
、
乙
の
犯
行
だ
が
、
実
行
行
為
そ
の
も
の
は
、
そ
の
手
下
に
担
わ
せ
て
い
る
と
い
う
場
合
も
あ
る
。
こ
う

し
た
類
は
、
ま
さ
に
い
ま
だ
枚
挙
す
る
に
易や

す

か
ら
ず
で
あ
り
ま
す
。
今
省
部
（
中
書
省
刑
部
）
が
定
め
た
検
屍
方
式
に
は
、

「
正
犯
」
と
「
干
犯
」
と
の
項
目
を
区
別
し
て
記
す
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
事
件
の
次
第
が
明
白
な
も
の
に
つ
い
て
は
、

検
屍
の
場
で
致
命
原
因
た
る
傷
を
認
定
し
、
そ
れ
を
負
わ
せ
た
者
を
「
正
犯
人
」
の
下
に
署
名
さ
せ
て
も
障
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
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し
か
し
、
も
し
被
害
者
の
遺
族
ら
が
私
怨
を
含
み
、
不
実
を
告
げ
て
い
る
場
合
に
は
、
に
わ
か
に
は
事
件
の
実
情
を
決
し
難
く
、

子
細
を
取
り
調
べ
た
う
え
で
、
初
め
て
そ
れ
が
得
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
も
な
り
ま
し
ょ
う
。
こ
の
と
き
検
屍
の
場
で
、
犯
行

を
告
げ
ら
れ
た
者
に
対
し
て
「
正
犯
人
」
の
下
に
署
名
を
す
る
よ
う
に
、
若
便

た
や
す

く
無
理
強
い
を
し
、
以
後
の
取
調
べ
の
結
果
、

他
に
正
犯
人
が
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
よ
う
な
場
合
に
は
、
そ
の
無
理
強
い
を
さ
れ
た
者
は
、
異
日
必
ず
や
（
別
件
の
取
調
べ

に
お
い
て)
、「
も
と
も
と
正
犯
人
で
は
な
か
っ
た
（
の
に
危
う
く
正
犯
人
に
仕
立
て
上
げ
ら
れ
か
け
た)

」
と
い
う
こ
と
を
指

弾
し
、
よ
っ
て
（
た
と
え
今
回
の
件
で
は
正
犯
人
だ
っ
た
と
し
て
も
）
事
を
覆
す
た
め
の
糸
口
と
い
た
し
ま
し
ょ
う
。
そ
こ
で

も
し
、
彼
を
し
て
「
干
犯
人
」
の
下
に
署
名
を
さ
せ
、
被
害
者
の
遺
族
ら
に
対
し
て
、
い
ま
だ
致
命
原
因
た
る
傷
を
負
わ
せ
た

者
を
判
然
と
さ
せ
る
こ
と
が
な
い
な
ら
ば
、
遺
族
ら
は
、
必
ず
や
判
然
と
さ
せ
る
ま
で
随
時
、「
遺
体
を
引
き
と
る
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
」
と
い
う
詞

こ
と
ば

を
口
に
す
る
で
し
ょ
う
。
そ
こ
で
或
い
は
、
検
屍
帳
の
様
式
に
「
被
告
」
と
い
う
二
字
を
添
え
、「
被

告
正
犯
人
」(

正
犯
人
と
し
て
告
げ
ら
れ
た
者
）
と
し
て
、
そ
の
下
に
署
名
を
さ
せ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
く
だ
さ
れ
た
検
屍
方

式
と
は
異
な
る
た
め
に
、
必
ず
や
、
上
司
が
そ
の
違
錯
を
駁
問
す
る
で
し
ょ
う
。
地
方
官
ら
が
検
屍
に
際
し
て
事
情
を
変
乱
さ

せ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
多
分
に
、
こ
う
し
た
原
因
に
よ
り
引
き
起
こ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
今
後
、「
正
犯
人
」

と
「
干
犯
人
」
と
を
、
必
ず
し
も
、
あ
ら
か
じ
め
に
項
目
と
し
て
印
刷
す
る
こ
と
は
せ
ず
、
も
し
検
屍
の
場
で
、
犯
行
や
致
命

原
因
た
る
傷
を
負
わ
せ
た
事
情
が
、
疑
い
よ
う
も
な
く
は
っ
き
り
と
認
定
さ
れ
る
の
な
ら
ば
、
検
屍
帳
上
に
「
行
兇
正
犯
某
人
」

と
明
確
に
記
し
て
署
名
さ
せ
る
。
そ
し
て
も
し
状
況
が
疑
わ
し
く
、
判
然
と
さ
せ
る
こ
と
が
難
し
い
場
合
に
は
、
同
じ
く
「
被

告
行
兇
人
」
と
記
し
て
署
名
さ
せ
る
よ
う
に
す
れ
ば
、
以
後
取
調
べ
に
混
乱
を
き
た
す
こ
と
な
く
、
事
件
の
次
第
に
疑
い
が
な

く
な
り
、
裁
き
が
お
さ
め
易
く
、
冤
罪
濫
刑
を
減
少
さ
せ
る
こ
と
が
望
め
ま
し
ょ
う
（
以
上
、
広
東
廉
訪
司
の
申
、
及
び
江
南
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行
台
の
咨)

。
事
が
通
例
に
か
か
わ
る
た
め
、
御
史
台
が
中
書
省
に
具
呈
致
し
ま
す
。
照
詳
せ
ら
れ
よ
。
此
れ
を
得
ら
れ
よ

（
以
上
、
御
史
台
の
呈)

。
こ
の
御
史
台
の
呈
を
う
け
、
都
省
が
送
り
拠う

け
た
る
刑
部
の
呈
。
照
し
得
た
り
。
大
徳
八
（
一
三

○
四
）
年
正
月
に
承
奉
せ
る
中
書
省
の
箚
付
に
、「
刑
部
が
議
し
得
た
り
。
検
屍
に
は
、
已
に
常
式
が
定
め
ら
れ
て
お
り
ま
す

（
検
屍
法
例
を
云
う
―
双
行
注
文)

」
と
見
え
ま
す
。
今
本
件
を
承う

け
て
、
刑
部
が
議
し
得
た
り
。
過
去
、
各
処
に
て
実
施
さ

れ
て
き
た
検
屍
に
は
不
正
や
弊
害
が
多
く
生
じ
て
い
た
。
そ
こ
で
様
々
と
参
酌
し
て
検
屍
帳
の
様
式
を
定
め
、
検
屍
帳
上
に
は

屍
身
図
を
え
が
き
、
遍
行

あ
ま
ね

く
各
路
に
遵
守
さ
せ
て
き
た
の
で
す
。
思
う
に
、
弊
害
か
ら
民
を
救
い
、
不
正
を
防
ぎ
、
事
件
の
次

第
を
明
白
に
し
て
冤
罪
や
裁
き
の
滞
り
を
な
く
さ
ん
が
た
め
に
で
あ
り
ま
す
。
今
広
東
道
粛
政
廉
訪
司
が
提
言
す
る
と
こ
ろ
は
、

検
屍
帳
上
に
あ
ら
か
じ
め
「
正
犯
」
と
「
干
犯
」
と
の
項
目
を
記
す
こ
と
に
は
障
り
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ

で
今
後
、
検
屍
の
際
に
、
そ
の
場
で
致
命
原
因
た
る
傷
を
確
定
し
て
も
間
違
い
な
く
、
犯
行
に
あ
た
っ
た
者
た
ち
を
取
り
調
べ

て
、
そ
の
結
果
、
誰
が
正
犯
人
で
あ
る
か
が
疑
い
な
き
場
合
に
は
、
正
犯
人
を
し
て
「
正
犯
人
」
の
下
に
署
名
さ
せ
る
。
も
し
、

事
件
の
実
情
が
い
ま
だ
定
ま
ら
ず
、
首
犯
と
従
犯
と
の
区
別
が
、
い
ま
だ
つ
け
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
た
だ
、「
行
兇
」
あ
る

い
は
「
被
告
人
」
と
い
う
項
目
を
設
け
て
署
名
さ
せ
る
。
も
し
、
初
・
復
二
度
の
検
屍
に
お
い
て
結
果
が
明
白
で
あ
る
の
に
、

犯
行
に
あ
た
っ
た
者
た
ち
が
逃
亡
し
、
に
わ
か
に
は
捕
獲
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
、
あ
る
い
は
召
呼
さ
れ
た
屍
親
（
被
害

者
の
遺
族
な
ど
死
亡
者
の
親
族
）
が
、
い
ま
だ
到
ら
な
い
場
合
に
は
、
彼
ら
の
署
名
を
欠
く
そ
の
検
屍
帳
を
、
仮
に
一
件
文
書

に
の
り
づ
け
し
連
ね
て
、
捺
印
保
管
し
、
犯
行
に
あ
た
っ
た
者
た
ち
の
捕
獲
、
屍
親
の
到
来
を
ま
っ
て
署
名
さ
せ
、
屍
親
に
は

そ
れ
を
給
付
す
る
よ
う
に
す
れ
ば
、
誤
る
こ
と
が
な
い
で
し
ょ
う
。
も
し
呈
を
准み

と

め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
遍
行

あ
ま
ね

く
照
会
さ
れ
る
の

が
相
応
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
此
れ
を
得
ら
れ
よ
（
以
上
、
刑
部
の
呈)

。
こ
の
刑
部
の
呈
を
う
け
、
都
省
が
江
西
行
省
に
咨
し
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て
上
の
依

と
お
り

に
施
行
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
請
う：

延
�
二
年
三
月
、
江
西
行
省
准
中
書
省
咨
。
御
史
台
呈
。
准
江
南
行
台
咨
。
広
東

廉
訪
司
申
。
切
謂
。
刑
名
之
重
、
莫
厳
於
殺
人
、
獄
情
之
初
、
必
先
於
検
験
。
蓋
事
体
多
端
、
情
態
万
状
、
有
同
謀
共
殴
、
而

莫
知
誰
是
下
手
重
者
、
有
同
謀
殺
人
、
而
莫
定
誰
為
初
造
意
者
。
有
甲
行
兇
而
苦
主
与
乙
讎
嫌
、
而
妄
（
執
乙
）
行
兇
者
、
有

乙
行
兇
、
而
令
在
下
之
人
承
当
者
。
若
此
之
類
、
未
易
枚
挙
。
今
、
省
部
定
到
屍
形
格
式
、
於
内
、
為
是
開
写
正
犯
・
干
犯
名

色
。
検
験
之
際
、
如
是
事
体
明
白
、
就
場
、
認
是
致
命
痕
傷
者
、
令
正
犯
人
下
画
字
、
則
於
事
体
無
害
。
設
若
苦
主
因
其
私
怨
、

所
告
不
実
、
倉
卒
之
間
、
疑
似
未
定
、
必
須
子
細
推
鞠
、
方
得
其
情
。
就
場
、
若
便
抑
令
被
告
行
兇
人
、
於
正
犯
人
下
画
字
、

以
後
鞠
問
得
、
却
係
他
人
、
則
異
日
必
指
元
非
正
犯
、
以
為
番
異
之
階
。
若
令
於
干
犯
人
下
画
字
、
苦
主
未
見
何
人
承
当
致
命

痕
傷
、
則
必
随
時
有
詞
、
不
肯
承
領
屍
形
。
或
是
添
写
被
告
二
字
、
作
被
告
正
犯
人
、
於
下
画
字
、
則
比
元
降
格
式
不
同
、
上

司
必
為
駁
問
違
錯
。
其
有
司
官
吏
、
臨
屍
検
験
之
際
、
変
乱
事
情
、
多
因
此
致
。
今
後
、
正
犯
人
・
干
犯
人
、
不
須
預
先
刊
定
、

若
是
当
場
、
認
定
行
兇
致
命
事
情
明
白
者
、
則
於
屍
帳
上
、
明
白
標
写
、
作
行
兇
正
犯
某
人
画
字
。
設
若
事
情
疑
似
、
未
易
弁

明
者
、
則
標
写
、
作
被
告
行
兇
人
画
字
、
庶
望
已
後
推
鞠
明
白
、
於
事
無
疑
、
獄
情
易
弁
、
刑
鮮
冤
濫
。
然
此
、
事
干
通
例
、

本
台
具
呈
。
照
詳
。
得
此
。
送
拠
刑
部
呈
。
照
得
。
大
徳
八
年
正
月
、
承
奉
中
書
省
箚
付
。
刑
部
議
得
。
検
験
屍
傷
、
已
有
常

式
。
云
検
屍
法
例
。
今
承
見
奉
、
本
部
議
得
。
先
為
各
処
検
験
屍
傷
、
多
生
奸
弊
。
是
以
参
酌
定
立
屍
帳
、
図
画
屍
身
、
遍
行

各
路
遵
守
。
蓋
欲
救
弊
防
奸
、
期
於
事
得
明
白
而
無
冤
滞
。
今
広
東
道
粛
政
廉
訪
司
所
言
、
屍
帳
上
預
先
標
写
正
犯
・
干
犯
名

色
、事
有
窒
碍
。
今
後
、
凡
検
験
屍
傷
、
若
当
場
、
定
執
致
命
痕
傷
無
差
、
行
兇
人
等
、
審
問
明
白
、
別
無
可
疑
者
、
正
犯
人

於
下
画
字
。
若
事
情
未
定
、
首
従
未
分
、
止
作
行
兇
、
或
被
告
人
画
字
。
如
初
復
検
験
、
定
執
明
白
、
而
行
兇
人
在
逃
、
卒
急

不
能
敗
獲
、
或
召
呼
屍
親
未
到
者
、
聴
将
元
検
屍
帳
、
権
且
粘
連
入
巻
、
用
印
関
防
、
候
獲
正
賊
、
召
到
屍
親
、
至
日
画
字
給
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付
、
庶
不
差
池
。
如
蒙
准
呈
、
遍
行
照
会
相
応
。
得
此
。
都
省
咨
請
依
上
施
行
。

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

大
徳
八
（
一
三
○
四
）
年
の
検
屍
帳
様
式
に
お
い
て
「
正
犯
人
」
と
「
干
犯
人
」
と
を
区
別
す
る
署
名
項
目
が
設
け
ら
れ
、
以
後

そ
の
署
名
項
目
に
従
っ
て
検
屍
帳
が
作
成
さ
れ
て
き
た
。
だ
が
実
際
に
は
、
検
屍
現
場
で
正
犯
人
か
干
犯
人
か
を
に
わ
か
に
決
す
る

こ
と
は
容
易
で
な
い
。
そ
の
た
め
、
検
屍
帳
作
成
に
必
要
な
「
正
犯
人
」
項
目
下
の
署
名
や
「
屍
親
」
項
目
下
の
署
名
を
、
そ
れ
ぞ

れ
加
害
者
、
ま
た
被
害
者
の
遺
族
よ
り
速
や
か
に
得
る
こ
と
が
で
き
ず
、
検
屍
帳
作
成
、
ひ
い
て
は
事
実
の
究
明
に
支
障
を
き
た
す

場
合
も
生
じ
て
い
た
。
そ
こ
で
こ
の
度
、
広
東
廉
訪
司
の
提
言
を
う
け
て
、「
誰
が
正
犯
人
で
あ
る
か
が
疑
い
な
き
場
合
に
は
、
正

犯
人
を
し
て
「
正
犯
人
」
の
下
に
署
名
さ
せ
る
。
も
し
、
事
件
の
実
情
が
い
ま
だ
定
ま
ら
ず
、
首
犯
と
従
犯
と
の
区
別
が
、
い
ま
だ

つ
け
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
た
だ
、「
行
兇
」
あ
る
い
は
「
被
告
人
」
と
い
う
項
目
を
設
け
て
署
名
さ
せ
る
」
と
検
屍
帳
様
式
の
署

名
項
目
を
改
め
、
そ
れ
を
「
正
犯
人
」｢
行
兇
」｢

被
告
人
」
の
三
項
目
と
す
る
。

本
案
全
体
は
中
書
省
の
咨
文
で
あ
り
、
そ
の
中
に
江
南
行
台
・
御
史
台
を
通
じ
て
中
書
省
に
ま
で
達
し
た
広
東
廉
訪
司
の
申
文
が

含
ま
れ
る
。
こ
の
申
文
、
監
察
官
と
し
て
官
吏
の
違
法
を
咎
め
る
ば
か
り
で
な
く
、
制
度
の
不
具
合
を
体
得
す
る
者
と
し
て
粛
政
廉

訪
司
が
制
度
改
正
に
関
わ
る
こ
と
も
あ
っ
た
事
実
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
本
案
冒
頭
に
見
え
る
延
�
二
（
一
三
一
五
）
年
は
、
広
東

道
廉
訪
司
が
馬
廷
傑
ら
に
つ
き
審
録
し
た[

官
典
の
刑
名
違
錯]
の
皇
慶
二
（
一
三
一
三
）
年
に
後
れ
る
こ
と
わ
ず
か
二
年
。
広
東
廉

訪
司
が
こ
の
申
文
の
提
言
を
認
め
る
際
に
、
馬
廷
傑
に
よ
る
検
屍
帳
様
式
の
改
変
（｢

被
告
人
」
の
三
字
を
「
正
犯
人
」
の
箇
所
に

書
き
添
え
る
）
を
承
知
し
て
い
た
だ
ろ
う
こ
と
は
、
想
像
に
難
く
な
い
。
だ
が
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
改
変
は
加
害
者
か
ら
の

収
賄
と
い
う
不
正
が
ま
ね
い
た
結
果
で
あ
り
、
こ
う
し
た
不
正
あ
る
官
吏
を
念
頭
に
し
て
、
広
東
廉
訪
司
が
提
言
を
認
め
る
所
以
は
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な
い
。
申
文
の
中
ほ
ど
、
広
東
廉
訪
司
は
そ
の
提
言
を
進
め
る
た
め
に
、
不
正
な
く
検
屍
の
任
務
に
あ
た
り
な
が
ら
、
加
害
者
と
被

害
者
の
遺
族
と
の
は
ざ
ま
で
検
屍
帳
作
成
の
必
要
か
ら
致
し
方
な
く
、
検
屍
帳
様
式
の
署
名
項
目
を
「
被
告
正
犯
人
」
と
改
変
す
る

検
屍
官
を
想
定
す
る
。
あ
る
い
は
実
際
そ
う
い
う
検
屍
官
に
つ
き
審
録
し
た
経
験
か
ら
、
こ
の
想
定
を
な
す
に
至
っ
た
と
考
え
る
方

が
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
広
東
廉
訪
司
自
身
「
検
屍
帳
の
様
式
に
「
被
告
」
と
い
う
二
字
を
添
え
、「
被
告
正
犯
人
」
と
し
て
、
そ

の
下
に
署
名
を
さ
せ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
く
だ
さ
れ
た
検
屍
方
式
と
は
異
な
る
た
め
に
、
必
ず
や
、
上
司
が
そ
の
違
錯
を
駁
問
す
る

で
し
ょ
う
」
と
は
い
う
も
の
の
、
な
ん
の
こ
と
は
な
い
、
馬
廷
傑
ら
の
方
式
違
反
の
検
屍
案
件
は
「
上
司
が
そ
の
違
錯
を
駁
問
す
る
」

こ
と
な
く
、
廉
訪
司
で
の
審
録
対
象
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
他
に
も
同
様
に
廉
訪
司
で
の
審
録
対
象
と
さ
れ
た
案
件
が
あ
っ
て
も
、

さ
し
て
お
か
し
く
は
な
い
。

こ
う
し
た
広
東
廉
訪
司
の
提
言
を
う
け
て
検
屍
帳
様
式
が
改
め
ら
れ
た
。
た
だ
、
提
言
内
容
の
す
べ
て
が
そ
の
ま
ま
容
れ
ら
れ
た

わ
け
で
は
な
い
。
広
東
廉
訪
司
は
署
名
項
目
を
「
行
兇
正
犯
某
人
」｢

被
告
行
兇
人
」
と
す
る
。

(

�)

こ
れ
ら
項
目
の
「
行
兇
」
と
い
う

語
は
、
従
来
の
検
屍
帳
様
式
に
見
え
る
「
干
犯
」
と
は
異
な
る
。
言
葉
の
印
象
か
ら
し
て
、
犯
行
に
深
く
関
わ
り
比
較
的
重
罪
に
問

わ
れ
る
行
為
に
限
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
。

(

�)

と
も
に
被
害
者
に
殴
打
な
ど
を
加
え
た
が
そ
れ
が
致
命
の
原
因
で
は
な
い
場
合
や
、
殴
打

な
ど
が
加
え
ら
れ
る
際
に
被
害
者
を
押
さ
え
つ
け
る
な
ど
の
幇
助
行
為
が
そ
の
典
型
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
見
張
り
行
為
な
ど
は
「
行

兇
」
と
は
さ
れ
ず
、
も
し
告
言
さ
れ
た
と
し
て
も
「
被
告
人
」
と
さ
れ
る
に
と
ど
ま
る
と
思
わ
れ
る
。
い
わ
ん
や
、
第
四
節
の

[

違

法
に
収
監
さ
れ
生
を
軽
ん
じ
自
縊
す
る]

の
鍾
三
や
、[

息
子
が
母
の
姦
夫
を
打
ち
殺
す]

の
郭
喜
の
行
為
な
ど
が
「
行
兇
」
と
さ

れ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。

「
被
告
行
兇
人
」
は
、
先
の
想
定
に
見
え
る
「
被
告
正
犯
人
」
や
、
馬
廷
傑
に
よ
る
検
屍
帳
様
式
の
改
変
と
、
そ
の
発
想
を
同
じ
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く
す
る
。「
行
兇
正
犯
某
人
」
の
項
目
下
に
署
名
す
る
こ
と
を
拒
む
加
害
者
に
対
し
て
は
、
あ
く
ま
で
行
兇
人
と
し
て
告
言
さ
れ
た

者
で
あ
り
、
行
兇
人
そ
の
も
の
で
は
な
い
旨
を
強
調
し
て
「
被
告
行
兇
人
」
の
項
目
下
に
署
名
す
る
よ
う
言
い
包
め
る
。
一
方
、
被

害
者
の
遺
族
に
対
し
て
は
、
加
害
者
を
し
て
そ
の
項
目
下
に
署
名
せ
し
め
た
「
被
告
行
兇
人
」
は
、
犯
行
に
深
く
関
わ
り
比
較
的
重

罪
に
問
わ
れ
る
旨
を
強
調
し
て
「
屍
親
」
の
項
目
下
に
署
名
す
る
よ
う
言
い
包
め
る
。
検
屍
帳
作
成
に
は
加
害
者
だ
け
で
は
な
く
、

被
害
者
遺
族
の
署
名
も
必
要
で
あ
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
そ
れ
を
「
屍
親
」
の
項
目
下
に
な
さ
し
め
る
こ
と
こ
そ
難
渋
す
る
だ
ろ

う
こ
と
を
見
据
え
て
「
被
告
行
兇
人
」
項
目
の
設
置
は
提
言
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

(

�)

従
来
の
干
犯
人
と
は
異
な
り
、
犯
行
に
深
く

関
わ
り
比
較
的
重
罪
に
問
わ
れ
る
「
行
兇
人
」
と
い
う
語
を
、
こ
と
さ
ら
項
目
中
に
明
示
す
る
こ
と
で
被
害
者
の
遺
族
が
あ
る
程
度

納
得
し
て
「
屍
親
」
の
項
目
下
に
署
名
す
る
よ
う
目
論
ま
れ
た
項
目
設
置
で
あ
ろ
う
。

審
録
を
通
じ
て
廉
訪
司
は
検
屍
現
場
の
詳
細
に
つ
い
て
知
る
。
広
東
廉
訪
司
の
こ
の
度
の
提
言
も
検
屍
現
場
を
き
っ
ち
り
と
踏
ま

え
た
も
の
で
あ
る
。
検
屍
帳
作
成
に
必
要
な
署
名
を
検
屍
現
場
で
加
害
者
と
被
害
者
の
遺
族
よ
り
速
や
か
に
得
る
に
は
ど
う
す
れ
ば

よ
い
か
と
い
う
、
そ
の
一
点
に
提
言
は
向
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
と
さ
ら
に
告
言
内
容
を
明
示
し
た
「
被
告
行
兇
人
」
項
目
の
設
置
提

言
は
そ
の
こ
と
を
よ
く
表
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
刑
部
官
は
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
採
ら
ず
「
被
告
人
」
と
し
て
し
ま
う
。
犯
行
と
の

関
わ
り
の
序
列
づ
け
と
い
う
な
ら
刑
部
官
が
上
呈
し
准
め
ら
れ
た
「
正
犯
人
」｢

行
兇
」｢

被
告
人
」
の
三
項
目
で
も
よ
い
。
だ
が
、

署
名
を
得
る
た
め
の
方
策
と
い
う
こ
と
な
ら
ば
話
は
ま
た
別
で
あ
る
。
加
害
者
を
し
て
「
干
犯
人
」
の
項
目
下
に
署
名
を
さ
せ
た
場

合
に
も
「
屍
親
」
項
目
下
へ
の
署
名
を
拒
む
被
害
者
の
遺
族
が
、「
被
告
人
」
項
目
下
へ
の
加
害
者
の
署
名
で
、
自
ら
の
「
屍
親
」

項
目
下
へ
の
署
名
に
応
ず
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
を
慮
れ
ば
ひ
と
工
夫
が
必
要
と
な
ろ
う
。
そ
の
ひ
と
工
夫
が
「
行
兇
人
」
の
明

示
で
あ
る
。
検
屍
現
場
を
踏
ま
え
る
と
は
そ
う
い
う
こ
と
で
あ
り
、
惜
し
む
ら
く
は
、
検
屍
現
場
か
ら
ほ
ど
遠
く
、
中
央
に
鎮
座
す
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る
こ
の
度
の
刑
部
官
に
は
、
検
屍
現
場
を
知
り
、
検
屍
帳
様
式
の
不
具
合
を
体
得
す
る
広
東
廉
訪
司
の
提
言
の
肝
心
な
意
図
が
、
あ

る
い
は
う
ま
く
伝
わ
ら
な
か
っ
た
よ
う
に
思
え
る
。

(

�)
校
定
本
第
一
冊
一
七
二
頁
以
下
。
点
校
本
第
三
冊
一
四
八
四
頁
以
下
。
岩
村
忍
「
元
典
章
刑
部
の
研
究
」(

東
方
学
報
・
京
都
二
四

冊
、
三
四
〜
三
五
頁
、
一
九
五
四
年
）
に
訓
読
訳
が
あ
る
。

(

�)

「
行
兇
正
犯
某
人
」
は
「
正
犯
人
」｢

行
兇
」｢

被
告
人
」
と
い
う
三
項
目
と
の
対
応
か
ら
み
て
、「
行
兇
某
人
」｢

正
犯
某
人
」
を
約

め
た
表
記
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
が
未
考
の
ま
ま
と
す
る
。
某
字
と
人
字
、
互
倒
の
可
能
性
も
あ
る
が
、
こ
れ
も
ま
た
未
考
の
ま
ま
で

あ
る
。「
某
人
」
二
字
で
「
な
に
が
し
」
の
意
と
し
て
お
く
。

(

�)

例
え
ば
、
検
屍
方
式
が
定
め
ら
れ
た
大
徳
八
（
一
三
○
四
）
年
頃
の
案
件

[

打
死
を
換
え
て�

死
と
す
る：

打
死
換
作�

死]

（『

元

典
章
』
五
四
・
刑
部
巻
之
一
六
。
大
徳
八
年
三
月
以
前
、
静
江
路
古
県
。
竹
席
を
借
り
て
返
さ
な
い
ま
ま
の
何
福
慶
を
王
買
驢
が
木
棍
で

打
ち
殺
す
が
、
古
県
は
何
福
慶
自
ら
が
転
倒
死
し
た
と
し
て
王
買
驢
を
釈
放
す
る
。
校
定
本
第
二
冊
五
二
五
頁
以
下
。
点
校
本
第
三
冊
一

八
○
七
頁
以
下
）
で
は
、
殺
人
犯
た
る
王
買
驢
を
「
行
兇
人
王
買
驢
」
と
す
る
。

(

�)

申
文
中
「
彼
（
正
犯
人
と
し
て
の
署
名
を
拒
む
加
害
者
）
を
し
て
「
干
犯
人
」
の
下
に
署
名
を
さ
せ
、
被
害
者
の
遺
族
ら
に
対
し
て
、

い
ま
だ
致
命
原
因
た
る
傷
を
負
わ
せ
た
者
を
判
然
と
さ
せ
る
こ
と
が
な
い
な
ら
ば
、
遺
族
ら
は
、
必
ず
や
判
然
と
さ
せ
る
ま
で
随
時
、

「
遺
体
を
引
き
と
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
」
と
い
う
詞
を
口
に
す
る
で
し
ょ
う
」
と
広
東
廉
訪
司
が
い
う
と
き
、
そ
こ
に
は
自
ず
か
ら
、

遺
体
引
取
り
を
拒
む
遺
族
ら
は
「
屍
親
」
の
項
目
下
に
署
名
す
る
こ
と
も
ま
た
拒
む
だ
ろ
う
と
い
う
言
外
の
意
が
含
ま
れ
る
。
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On a case of post-mortem examination

in Yuan dynasty

Toshimitsu SHICHINO

In Yuandianzhang (元典章), one of the most famous law books of the Yuan

dynasty of china (元朝 , 1279�1368), we find various legal documents.

Among these documents, a document titled “Officers change the crime ille-

gally (官典刑名違錯, 1311＝至大 4 年)” deals with the administrative pun-

ishment on two officers for their unjust post-mortem examiner’s report. On

this unjust report which was made for some bribes, murderers were not pun-

ished as they were. In this paper, I would like to study the post-mortem ex-

amination system at that time with this and some other documents of

Yuandianzhang.

Prior to “Officers change crime illegally”, the Yuan already had settled

post-mortem examination system, and “The rules of the post-mortem exami-

nation (検屍法式, 1304＝大徳 8 年)” shows us the system in detail. First,

I illustrate the outline of the post-mortem examination system with the docu-

ment, and then, refer to some problems of the system to be considered.

In 1315 (延祐 2 年), under the opinion of Guangdong inspector (広東粛
政廉訪司), the form of post-mortem examiner’s report was changed. “post-

mortem examiners do not need to write murderer’s name on the report

(屍帳不先標写正犯名色)” shows us the reason of the change. I also refer

to the change and the role of the inspector.


